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は  じ  め  に 
 日頃、皆様には格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。 

ＪＡおやまは、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当ＪＡに

対するご理解を一層深めていただくために、当ＪＡの主な事業の内容や組織概

要、経営の内容などについて、利用者のためにわかりやすくまとめたディスク

ロージャー誌として本冊を作成いたしました。 

 皆様が当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、是非ご一読

いただきますようお願い申し上げます。 

 今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和２年６月  小山農業協同組合 

(注)本冊子は、農業協同組合法第 54 条の３に基づいて作成したディスクロージャー誌です。 

 

 

 

ＪＡのプロフィール       （令和 2年 2月 29 日現在） 

◇設   立  平成１１年３月     ◇組 合 員 数  １４，１５９人 

◇本店所在地  小山市神鳥谷      ◇役 員 数      ４３人 

◇出 資 金  ３６億円        ◇職 員 数     ３４９人 

◇総 資 産  １，８６１億円     ◇支   店     １５支店 

◇単体自己資本比率  １７．１８％      ◇営農支援センター    ３センター 
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皆様には、平素よりＪＡおやまに対しまして、格別のご理解と

ご協力を賜り、心より厚くお礼申し上げます。 

当ＪＡの経営方針並びに業務内容のほか、令和元年度の事業実

績や活動状況についてまとめたディスクロージャー誌を作成いた

しました。本冊をご一読いただき、当ＪＡに対するご理解をより一層深めていただければ幸いです。 

さて、令和元年度当ＪＡでは更なる『農業者の所得増大』『農業生産の拡大』への挑戦、並びに

『地域の活性化への貢献』を重点課題に各事業に取り組んでまいりました。 

新たな取り組みとしては、地元スーパーマーケットにおける直売所コーナーの追加設置、労働力

不足解消を目的とした「無料職業紹介所」の設置、更には小山市のコミュニティ FMおーラジにお

いて「JAおやまるぐりーんたいむ」への定期的な出演等が挙げられます。 

また、昨年の第２０回通常総代会にてご承認賜りました「支店再編整備計画」は予定通りに実行

されており、生井支店と統合後の新間々田支店が支店内を改装する形で営業を開始いたしました。

同じく、本店改装後の１階西側フロアに小山支店が移転し、装いも新たに営業を開始いたしました。

更に本年９月には大谷支店・大谷北支店・大谷南支店が統合し、新大谷支店として営業を開始する

予定であります。令和３年度に計画する美田支店、下野支店、桑絹支店においても、現在必要な手

続きを進めております。 

令和２年度は「創造的自己改革の実践３か年計画」の２年度目であり、組合員・地域の皆様との

より一層の対話を徹底し、自己改革の着実な実践に向けて役職員一体となって全力を挙げて取り組

んでまいる所存です。 

組合員並びに利用者の皆様には、今後ともＪＡ運営に特段のご支援・ご協力を賜りますことをお

願い申し上げ、ご挨拶といたします。 

                     令和２年６月 

       小山農業協同組合 

                     代表理事組合長 福田 浩一郎 

ごあいさつ 
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１．経営理念 

当ＪＡの、理念（‥「ＪＡ理念」、「経営理念」）を紹介します。 

 

ＪＡ理念 

人と自然の調和から新たな創造を！ 
     

ＪＡおやまは、人を愛し、自然とふれあい、未来に向けて活力ある地域づくりに

貢献します。 

 

経営理念 

１．夢ある農業づくり 

     ふるさとの自然と大地を活かし、安全で良質な農産物生産に努め、夢ある農

業づくりを展開します。 

 

２．心豊かな地域づくり 

     組合員や地域の人達の期待と信頼に応え、新たな文化の創造を通じ、心豊か

な地域社会づくりに貢献します。 

 

３．未来に向けた事業展開 

時代の流れや社会の変化に即応した農協経営を確立し、未来(あす)を展望した

事業活動に取り組みます。 

 

４．たゆまぬ研究開発 

     活力と魅力あふれるＪＡをめざして、たゆまぬ研究開発を行い、新しい価値

の創造に努めます。 

  

５．情熱ある人づくり 

     豊かな感性と旺盛なチャレンジ精神をもった有用な人材を育て、人がいきい

きする職場環境を確立します。 
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２．経営方針 
◇「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」への挑戦 
「農業者の所得増大」や「農業生産の拡大」を達成するため、地域の特性を活かした生

産と有利販売に努めます。また、仕入機能の強化、省力・低コストの肥料・農薬の普及拡

大に取り組みます。 

 

◇「地域の活性化」への貢献 

 総合事業（信用、共済、購買、販売、保管、加工、利用、宅地等）を通じて、組合員と

地域住民の生活インフラの一翼として役割を発揮します。 

 

◇健全経営の為の取り組み 

「健全な経営体質」と「透明感のある組織運営」を構築するため、財務体質の健全性向

上に努め、リスク管理態勢の確立とコンプライアンスを重視した職場づくりに取り組みま

す。 

 

３．経営管理体制 
◇経営等の執行体制 
当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総

代会」の決定事項を踏まえ、総代会において選任された理事により構成される「理事会」

が業務執行を行っています。業務執行に当たっては法令遵守の徹底や、より健全性の高い

経営を確保し、組合員・利用者の皆様に安心して組合をご利用いただくために、内部統制

システム基本方針に基づき、組合の適切な内部統制の構築・運用に努めています。また、

総代会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務執行全般の監査を行っています。 

組合の業務執行を行う理事には、組合員の各層の意思反映を行うため、女性会などから

理事の登用を行っています。また、信用事業については専任担当の理事を置くとともに、

農業協同組合法第 30 条に規定する常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図

っています。 

 

内部統制システム基本方針 

法令遵守の徹底や、より健全性の高い経営を確保し、組合員・利用者の皆さまに安心し

て組合をご利用いただくために、以下のとおり内部統制システム基本方針を制定し、組合

の適切な内部統制の構築・運用に努めます。 

コンプライアンスに関する体制 

１．理事及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 組合の基本理念及び組合のコンプライアンスに関する基本方針を定め、役職員は

職務上のあらゆる場面において法令・規則、契約、定款等を遵守する。 

② 重大な法令違反、その他法令及び組合の諸規程の違反に関する重要な事実を発見

した場合には、直ちに監事に報告するとともに、理事会等において協議・検討し、

速やかに是正する。 

③ 内部監査部署は、内部統制の適正性・有効性の検証・評価を行う。監査の結果、

改善要請を受けた部署は、速やかに必要な対策を講じる。 

④ 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。 

⑤ 組合の業務に関する倫理や法令に抵触する可能性のある事項について、役職員等

が相談もしくは通報を行うことができる制度(ヘルプライン)を適切に運用し、法令

違反等の未然防止に努める。 

⑥ 監事監査、内部監査、会計監査人が密接に連絡し、適正な監査を行う。 
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情報管理に関する体制 

２．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

① 文書・情報の取扱いに関する方針・規程に従い、職務執行に係る情報を適切に保

存・管理する。 

② 個人情報保護に関する規程を整備し、個人情報を適切かつ安全に保存、管理する。 

リスク管理に関する体制 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 認識すべきリスクの種類を特定するとともに管理体制の仕組みを構築し、リスク

管理の基本的な態勢を整備する。 

② 理事は組合のリスクを把握・評価し、必要に応じ、定性・定量それぞれの面から

事前ないし事後に適切な対応を行い、組合経営をとりまくリスク管理を行う。 

業務の効率性に関する体制 

４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 職制、機構、業務分掌、指示命令系統を明文化し、役職員の職務執行を効率的に

遂行する。 

② 中期経営計画及び同計画に基づく部門別事業計画を策定し、適切な目標管理によ

り、戦略的かつ効率的な事業管理を行う。 

監事監査の実効性確保に関する体制 

５．監事監査の実効性を確保するための体制 

① 監事が円滑に職務を執行し、監事監査の実効性を確保するための体制を整備する。 

② 監事が効率的・効果的監査を遂行できるよう支援する。 

③ 理事や内部監査部署等は監事と定期的な協議、十分な意思疎通をはかることによ

り、効率的・効果的監査を支援する。 

業務の適正性確保に関する体制 

６．組合及びその子会社等における業務の適正を確保するための体制 

① 各業務における規程やマニュアル、業務フロー等の管理態勢を整備し、適正かつ

効率的に業務を執行する。 

財務報告に関する体制 

７．財務情報その他組合情報を適切かつ適時に開示するための体制 

① 会計基準その他法令を遵守し、経理規程等の各種規程等を整備し、適正な会計処

理を行う。 

② 適時・適正に財務報告を作成できるよう、決算担当部署に適切な人員を配置し、

会計・財務等に関する専門性を維持・向上させる人材育成に努める。 

③ 法令の定めに基づき、ディスクロージャー等を通じて、財務情報の適時・適正な

開示に努める。 

  ④ 財務諸表の適正性、財務諸表作成にかかる内部監査の有効性を確認し、その旨を

ディスクロージャーに記載する。 
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４．令和元年度事業の概況 
昨年５月の通常総代会で承認をいただいた３か年計画および事業計画に基づいて、「創造

的自己改革の実践」を目標に、①農業者の所得増大・農業生産の拡大へのさらなる挑戦、

②地域の活性化への貢献、③経営・財務基盤の強化等を柱として事業に取り組み、組合員・

地域住民の皆様の理解醸成（訪問活動や広報活動）を進めてまいりました。 

米の計画的生産は、「作付参考値（面積）」を県・各市町協議会が示し、「需要に応じた生

産」に取り組み、当ＪＡ管内では作付参考値 3,327ha に対し、実績 2,827ha でありました。 

また、内部統制システム基本方針に基づき、より健全性の高い経営を確保し、組合員・

利用者の皆さまに安心して組合をご利用いただくために、適切な内部統制の構築・運用に

努めました。 

自己改革の取り組みでは、改革の一丁目一番地と位置付けた支店再編整備計画が順調に

進捗しており、小山支店の本店内移転完了及びリニューアル後の新間々田支店が営業を開

始いたしました。新大谷支店においても、本年９月の営業開始を見据え、店舗建設を進め

ております。 

組合員の要望や意見をお聴きし、また JA の活動を広く知ってもうらうため、常勤役員や

職員が組合員のお宅へ訪問し、対話を進めています。 

また、支店・営農支援センター等を拠点としたくらしの活動の展開をはかり、組合員と

の関係性の強化（アクティブ・メンバーシップの確立）をはかるとともに地域住民との新

たな関係性構築に引き続き取り組みました。 

こうした活動については、積極的にトップ広報等に取組むとともに、ホームページや広

報誌を通じ、組織内外に情報を発信してまいりました。 

さらに、不祥事の発生防止や窓口対応の向上をはかるため、コンプライアンス態勢の強

化や内部統制の整備・運用により、業務の改善・効率化にも取り組んでまいりました。 

この結果、収支面では事業利益 169 百万円、経常利益 463 百万円、当期剰余金 266 百万

円を計上しました。 

当ＪＡの財務状況については、自己資本の増強と不良債権の処理に取り組んだことから、

自己資本比率(剰余金処分後)は、農林水産省令の基準を大きく上回る 17.18％と、ＪＡ経

営の健全性を維持しております。 

主な事業活動と成果については、以下のとおりです。 

①  信用事業 

貯金については、組合員・利用者から信頼される地域金融機関「ＪＡバンク」とし

てサービスの向上に努めるとともに、各種貯蓄運動を展開しました。また、個人貯金

増強のため、年金振込口座獲得・ＪＡカードの普及運動を展開した結果、実績 1,670

億円となりました。 

貸出金については、融資相談活動を積極的に展開し、組合員・利用者の農業資金、

住宅資金等の拡大に努めた結果、実績 277 億円となりました。 

 

②  共済事業 

   組合員・利用者の満足度向上を目指し、３Ｑ訪問活動とＬＡを中心とした「あんし

んチェック」の実施により、「ひと・いえ・くるまの総合保障」の提供に取り組みまし

たが、昨年度までに建物更生共済（むてきプラス）への契約見直しが進んだこともあ

り、長期共済契約高 309 億円の実績となりました。 

 

③  購買事業 

  ＜生産資材＞ 

組合員の生産コスト低減を図るため、提案型予約購買の強化と出向く体制による迅

速な情報提供、魅力ある価格設定による事業展開に努めた結果、実績 39 億 9,299 万円

となりました。  
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  ＜生活物資＞ 

安全・安心を基本に、組合員・利用者に満足される生活用品の提供に努めた結果、

実績 4億 7,915 万円となりました。 

  

④  販売事業 

販売事業全般では、実績 97 億 3,687 万円となりました。 

  ＜耕種＞ 

米については、受検組合等組織の協力により、266,706 俵の集荷実績となりました。

1等米比率につきましては、99％となりました。 

また、ＪＡ直売による有利販売に努めた結果、22 億 1,605 万円の実績となりました。 

麦については、7億 6,893 万円（160,181 俵）の実績となりました。 

大豆については、5,144 万円（7,562 俵）の実績となりました。 

その結果、耕種全体では 30 億 3,996 万円となりました。 

  ＜園芸＞ 

   ①正確・迅速な生産出荷情報の発信②提案型販売による営業の強化③契約取引の拡

大による指定席の確保④規格・荷姿の提案による商品力の向上とコスト削減⑤効果的

な消費宣伝・販促活動の継続的な実施⑥安全・安心な農産物の供給による信頼の確保

などに取り組んだ結果、青果物は 42 億 4,103 万円、花きは 2億 9,188 万円の実績とな

りました。 

 ＜畜産物＞ 

市場、小売店と連携して消費宣伝活動を行い銘柄確立と有利販売・輸出の拡大に努

めた結果、20 億 2,248 万円の実績となりました。 

 

主要事業及び事業全般の業績は、次のとおりです。      （単位：百万円） 

          平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

貯 金 １６４，７１６ １６５，３２７ １６７，０８６ 

貸 出 金 ２９，７２７ ２９，７７４ ２７，７５０ 

長期共済保有高 ４３２，００８ ４２１，１９６ ４０８，６４５ 

購 買 品 供 給 高 ３，８８８ ４，０７５ ４，４７２ 

販 売 品 販 売 高 １０，１７９ ９，６０７ ９，７３６ 

事 業 利 益 １６８ １７１ １６９ 

経 常 利 益 ３８１ ３７６ ４６３ 

当 期 剰 余 金 ２７１ ２８６ ２６６ 

総 資 産 １８３，３２７ １８３，８５４ １８６，１５８ 
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◇対処すべき重要な課題 
①改正農協法に対応した農協改革の取り組み 

改正農協法附則では、令和３年３月までに准組合員の事業利用規制のあり方について、

利用状況や改革の実施状況を調査・検討し結論を出すとされています。これに対し、ＪＡ

は不断の自己改革を実践するとともに、組合員や地域住民、行政に対しより一層の情報発

信をし、理解促進をはかっています。３１年４月までに実施した全組合員アンケートの結

果を踏まえ、さらに自己改革の取り組みを進め、組合員をはじめとしてＪＡの評価を高め

ていく必要があります。 

 

②担い手等組合員との徹底した話し合い 

自己改革を進めるにあたっては、組合員と徹底して話し合いを行い、組合運営に組合員

の声を反映させていくことが肝要です。今般実施した組合員アンケートの調査結果を踏ま

え、さらに組合員の意見要望をいただくために、担い手等組合員への訪問活動を継続して

いきます。 

 

③経営基盤強化に向けた取り組み 

超低金利の影響等信用事業の収益確保が厳しさを増している中で、今後の中長期的な収

支見通しと組合員への影響を総合的に勘案し、経済事業を中心とした収支改善に取り組む

必要性が高まっています。そのため、「創造的自己改革の実践３か年計画」への取り組み２

年目として、成長戦略･効率化戦略を積極的に推し進め、総合事業のメリットを活かしなが

らＪＡ経営基盤強化に取り組むことが求められています。 

 

④国際貿易交渉・政策提案の取り組み 

日米貿易協定が令和２年１月１日に発効いたしました。ＴＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡに

続き、日本農業に大きな影響を及ぼす国際協定であり、対象となる農林水産品から米は除

外されたものの、牛肉をはじめとして、農林水産物生産額減少への影響は約 600 億～1,100

億円と試算されています。 

 このような中、政府は「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」を見直しました。ＩＴの積極

導入や輸出の促進等を提唱していますが、ＪＡグループは、いかに農業生産基盤を維持・

強化していくか、その対応が急務との認識のもと、経営安定対策をはじめとする恒久的な

国内対策の確立に向けて、積極的な政策提案とその実現に向けた取り組みを強力に展開し

ていきます。 

 

⑤令和２年産米の需要に応じた生産に向けた取り組み 

米の生産については、需要に応じた生産を推進し需給調整の実効確保を図るため、市町

農業再生協議会から生産者に対し「作付参考値」を示すこととしています。 

当ＪＡでは過剰作付けとならないよう、引き続き組合員が「作付参考値」を踏まえた計

画的な生産に取り組むよう、組合員への理解促進・周知対策や関係機関との調整に取り組

みます。 

 

⑥新規就農者への支援・労働力確保への取り組み 

農業生産基盤の維持・強化は喫緊の課題です。新規就農者への支援対策である農業次世

代人材投資事業の活用を行政機関と連携して取り組み、担い手の確保に努めます。 

また、農業現場における深刻な労働力不足に対し、元年度よりＷＥＢ等を活用した無料

職業紹介事業の取り組みを開始しました。さらに、今後は外国人材の活用も検討します。 
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⑦令和２年度農業関連施策への取り組み 

産地の継続的な生産力強化等に向け行政機関と連携して取り組み、農家組合員等の生産

性向上や販売力強化に取り組みます。 

また、令和元年度より導入された収入保険制度については、現場の声から、令和２年１

月より掛金の見直しなどが行われました。農家ごとに農業共済、ナラシ対策、野菜価格安

定制度等の類似制度との比較のうえ加入を進めるとともに、関係機関と連携して同制度へ

の加入要件である青色申告実施者の拡大に努めます。 

 

⑧担い手への個別支援の強化 

営農支援センター機能の整備、事業間の連携および常勤役員による担い手経営体に出向

く支援体制を強化して個別の担い手経営体のニーズを把握し、「担い手サポートセンター

（中央会・連合会）」の支援を得ながら総合的な事業提案を積極的に行い、担い手経営体の

所得増大に貢献します。 

 

⑨経営の健全性の確保 

ＪＡ経営の健全性を示す指標の一つとして自己資本比率について、令和元年度末(剰余金

処分後)当ＪＡの比率は 17.18％であり、農協法による規制 4％やＪＡバンク基本方針 8％

を大きく上回っております。しかし、農林中央金庫の資本組替に対応し後配出資を増加さ

せたことや、バーゼルⅢ規制の段階的適用により比率が低下したことから、経営の健全性

確保のために出資金や目的積立金等自己資本の充実が必要です。 

今後とも事業計画を達成し、自己資本造成計画に基づいて内部留保を進め、ＪＡの健全

経営に努めます。 

 

５．金融商品の勧誘方針 
当組合は、金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者

の皆さまに対して適正な勧誘を行います。 

 

１．組合員・利用者の皆さまの資産運用の目的、知識、経験及び財産の状況を考慮のうえ、

適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。 

２．組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を

十分に理解していただくよう努めます。 

３．不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組

合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。 

４．電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努め

ます。 

５．組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努め

ます。 

６．販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切

な対応に努めます。 
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６．利益相反管理方針 
当ＪＡは、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商

品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に

管理するための体制を整備し、利益相反管理方針（以下、「本方針」といいます。）は次

のとおりです。 

 

１．対象取引の範囲 

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当ＪＡの行う信用事業関連

業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、

お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。 

 

２．利益相反のおそれのある取引の類型 

「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては、以下に掲げるも

のが考えられます。 

 （１）お客さまと当ＪＡの間の利益が相反する類型 

（取引例） 

○ 秘密保持契約を締結して特定部署が入手したお客さまの情報が他部署に漏洩し、他の

取引に利用される場合。 

○ 抱き合わせ販売や優越的地位の濫用等に該当する取引を行う場合。 

（２）当ＪＡの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型 

（取引例） 

○ 農業法人等の買収において、当ＪＡが買収側・被買収側双方と融資および助言・指導

等の取引関係を有する場合や複数の農業法人に対して経営アドバイス等を行う場合。 

○ グループ会社との取引に際し、アームズ・レングス・ルールに違反する場合。 

○ 接待・贈答を受け、または行うことにより、特定の取引先との間で一般的な水準から

乖離した水準で取引を行う場合。 

 

３．利益相反のおそれのある取引の特定の方法 

利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。 

（１）利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型

化します。 

（２）各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引と

して類型化された取引に該当するか確認します。 

（３）利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部

署に報告します。 

（４）各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、

類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、

利益相反管理統括部署に相談します。 

（５）利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ（必要

に応じて関係部署と協議）、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特

定を行います。 

 

４．利益相反の管理の方法 

当ＪＡは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法に

より当該お客さまの保護を適正に確保いたします。 

（１）対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法 

（２）対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止

する方法 
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（３）対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについ

て、当該お客さまに適切に開示する方法（ただし、当ＪＡが負う守秘義務に違反し

ない場合に限ります。） 

（４）その他対象取引を適切に管理するための方法 

 

５．利益相反のおそれのある取引の記録および保存 

利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当ＪＡで定める内部

規則に基づき適切に記録し、保存いたします。 

 

６．利益相反管理体制 

（１）当ＪＡは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当Ｊ

Ａ全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定め

ます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当Ｊ

Ａの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施

し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。 

（２）利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定お

よび利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善

いたします。 

 

７．利益相反管理体制の検証等 

当ＪＡは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定

期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。 

 

７．金融円滑化にかかる基本方針 
当ＪＡは、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする

地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な

役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適

切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取り組んで参ります。 

 

１． 当ＪＡは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、

お客様の特性及び事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めま

す。 

 

２． 当ＪＡは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、

お客さまの経営改善に向けた取り組みをご支援できるよう努めて参ります。 

    また、役職員に対する研修等により、上記取り組みの対応能力の向上に努めて参り

ます。 

    

３． 当ＪＡは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合

には、お客さまの知識等に応じて、説明及び情報提供を適切かつ十分に行うよう努め

て参ります。 

 また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説

明するよう努めます。 

 

４． 当ＪＡは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問

い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの

理解と信頼が得られるよう努めて参ります。 
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５． 当ＪＡは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込み、事業再生ＡＤＲ

手続の実施依頼の確認または地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者

再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関等（政

府系金融機関等、信用保証協会等および中小企業再生支援協議会を含む。）と緊密な

連携を図るよう努めて参ります。 

また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客

さまの同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。 

 

６． 当ＪＡは、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出

来るよう、必要な体制を整備いたしております。 

具体的には、 

（１） 組合長以下、関係役員・部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」 

にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。 

（２） 信用事業担当常務を「金融円滑化管理責任者」として、当ＪＡ全体におけ 

る金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。 

（３） 各店舗に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各店舗における金融円滑化 

の方針や施策の徹底に努めます。 

 

７． 当ＪＡは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性及び有効性を

定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。 

 

８．地域貢献情報 
(１)地域貢献に対する考え方 

   当ＪＡは、小山市・野木町・下野市の一部(旧石橋町・国分寺町)を事業区域として、

農業者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、相互扶助を共通の理念として

運営される協同組織です。当ＪＡの資金は、その大半が組合員の皆さまなどからお預

かりした大切な財産である「貯金」を源泉としております。当ＪＡでは資金を必要と

する組合員の皆様方や地方公共団体などにもご利用いただいております。     

また、ＪＡの総合事業を通じて地域の協同組合として、農業や助け合いを通じた社

会貢献に努めています。 

 

 

(２)地域からの資金調達の状況 

貯金・積金平均残高 

組 合 員 等 １３０，３１２百万円 

 うち地方公共団体等 ３，８９０百万円 

そ の 他 ３３，４５２百万円 

合 計 １６３，７６４百万円 

 

 ※ 上記「組合員等」には、地方公共団体等からの貯金・積金が含まれています。 
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(３)地域への資金供給の状況 

 ①貸出金平均残高 

組 合 員 等 １５，７７３百万円 

そ の 他 １２，２５８百万円 

 うち地方公共団体等 １０，２５６百万円 

合 計 ２８，０３１百万円 

 

※ 上記「その他」には、地方公共団体等への貸出金が含まれています。 

 

②融資取扱状況（平均残高）  

住 宅 ロ ー ン ９，４９７百万円 

教 育 ロ ー ン ４１百万円 

自 動 車 ロ ー ン ４２４百万円 

営 農 ロ ー ン １１２百万円 

農 業 資 金 ９６２百万円 

日本政策金融公庫資金 １５百万円 

農 業 近 代 化 資 金 ４６３百万円 

畜 産 特 別 資 金 －百万円 

災 害 条 例 資 金 ０百万円 

そ の 他 制 度 資 金 ５１百万円 

そ の 他 １６，４６２百万円 

合    計 ２８，０３１百万円 

 

  ※ 上記のうち、「日本政策金融公庫資金、農業近代化資金、畜産特別資金、災害条例

資金等」は、制度融資といい、農業生産の振興や農業後継者の育成などを目的に、

国等が一定の制度に基づいて行う金融のことを言います。 

制度融資には、大別して、国・県の財政資金による融資と、ＪＡ資金を原資とし

て融資を行い、国、地方公共団体が利子補給を行う制度があります。 

前者の代表的なものは日本政策金融公庫資金（農業改良資金、就農支援資金含む）

であり、後者の代表的なものは農業近代化資金、畜産特別資金となっています。 

 

 (４)文化的・社会的貢献に関する事項 

 ①文化的・社会的貢献に関する事項 

   ＪＡは農業者が中心となって構成され、地域農業の振興を図り、消費者に安全で安

心な農畜産物を安定的に供給することを基本使命としています。 

このため、農業関連を中心とした総合的な事業を展開しております。 

組合員以外の一般の方にも各種事業を利用していただくことにより、地域経済・社

会の発展に寄与する社会的責任、金融機関の一員として信用の維持・貯金者の保護を

確保する公共的使命などを果たしています。 

   また、次代を担う児童・生徒たちに対しては、学校給食に地元農畜産物を提供した

り、図画・作文コンクールの開催など、農業への関心を高める取り組みを行う一方、

高齢者福祉活動による介護予防講座やミニデイサービスの提供なども行っています。 

   あわせて、平成 11 年には「日光杉並木」のオーナーとなり、世界遺産を後世に残す

取り組みの一翼を担うことで文化的貢献を果たしております。 
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 ②組合員・利用者との関係性強化 

   当ＪＡでは、組合員相互の親睦を図るとともに、地域の皆さまとの結び付きを強化

するため、毎年「ＪＡまつり」を開催するなど、利用者ネットワークづくりへの取り

組みを行っております。 

 

ＪＡまつり開催状況 
令和元年度会場 活動内容・実績 対象者 

 

思川カントリーエレベーター 

 

めざせ！お米 100ｇ、地元産農畜産

物販売、模擬店、抽選会、大型遊具、

各種ステージパフォーマンス等 

組合員・ 

地域住民 

 

③情報提供活動 

   組合員の皆さま向けに、広報誌「ぐりーん・ぴあ」を毎月発行し、ＪＡの事業や地

域の情報を提供しています。 

   また、地域住民の皆さまへの情報発信として、コミュニティー誌を年３回発行する

ほか、インターネット上にホームページを開設して情報提供に努めるとともに、皆さ

まからの情報やご意見等を eメールでも受け付けています。 

   ホームページ http://www.ja-oyama.or.jp/ 

      ｅメール    pia@ja-oyama.or.jp 

 

９．リスク管理の状況 
◇リスク管理態勢 
金融の自由化、国際化の進展、規制緩和等が急速に進展する中で、ＪＡの業務はますま

す多様化し、ビジネスチャンスが拡大する一方で、管理するリスクも複雑多岐にわたり、

量的にも拡大しています。そのような中で、ＪＡ経営においては、自己責任に基づき様々

なリスクを的確に把握し、管理していくことが求められています。 

当ＪＡは、このようなリスクを十分認識し、経営の健全性維持と安定的な収益性、成長

性の確保を図るため、リスク管理態勢の充実・強化に努めます。 

このために、諸規程、要領等を整備して、リスク管理の一環として位置付けるとともに、

信用リスク・市場関連リスク・流動性リスク・事務リスク・システムリスク等各種リスク

に対応した管理方針を整備し、役職員に徹底することにより、リスクの種類に応じた管理

を徹底します。 

なお、共済事業については、全国共済農業協同組合連合会が定めた「ＪＡ共済コンプラ

イアンス・リスク管理方針」に従い、管理運営します。 

 

(１)信用リスク 

信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化等により、貸出金、購買未収金等の元本や

利息の回収が困難となり、ＪＡが損失を被るリスクのことです。 

当ＪＡでは、一定金額以上の貸出先に対する貸出等に係る審査は本店の審査部門が担

当し、貸出資産の健全性の維持・向上に努めます。審査にあたっては、特定の業種及び

貸出先に偏ることのないよう留意するとともに、個別案件についても担保価値のみにと

らわれることなく、貸出先の信用力、事業内容及び成長性を十分審査し、信用リスクの

管理を徹底します。なお、大口信用供与については、理事会に附議するとともに、その

信用供与先の経営状況等について定期的に理事会に報告します。 

また、信用リスクを管理するために資産査定（自己査定）を実施して、信用リスクの

程度に応じた適正な償却・引当を行います。 

さらに、市場関連取引にかかる信用リスクについては、取得に際しての格付け基準を
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設定するとともに、発行体毎に与信状況を定期的に管理します。 

なお、融資、資金運用部門の担当者については、通信教育等の研修カリキュラムを実

施するなど与信管理能力の向上に取り組みます。 

 

(２)市場関連リスク 

市場関連リスクとは、資産（貸出金・有価証券など）・負債（貯金など）双方の金利

変動に伴う「金利リスク」、株式や債券などの価格の変動に伴う「価格変動リスク」、外

国為替相場の変動に伴う｢為替リスク」並びにこれに関するリスクのことです。 

当ＪＡでは、余裕金運用にかかる理事会に次ぐ意思決定機関として、ＡＬＭ委員会を

設置・運営し、理事会で定めた運用方針に基づき、資産・負債構成のバランス状況、市

場リスクの管理方針・運用方針の策定、運用状況やリスク管理の状況等について、過大

なリスクを負担していないか等を確認・協議します。これらの運用状況やリスク管理の

状況等については、定期的に理事会に報告します。 

 

(３)流動性リスク 

流動性リスクとは、ＪＡの財務内容の悪化や信用の失墜により、必要な資金の確保が

できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金

利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）と、

市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格

での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことで

す。 

当ＪＡでは、ＡＬＭ委員会においてＪＡ全体の資金繰りリスクを統合管理します。ま

た、こうしたリスクに対応するため、常に資金バランスに留意し、適正な支払準備資産

を確保します。 

 

(４)事務リスク 

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことに

より、ＪＡが損失を被るリスクのことです。 

当ＪＡでは、全ての業務に常に事務リスクが存在することを認識し、規程・要領等の

整備や研修・指導の充実に努めます。さらに、不正・不祥事件に対しては、迅速かつ適

切な対応をします。 

また、事務ミス等の組織的な把握、管理、再発防止策の取り組み徹底等日常の事務リ

スクに対応するとともに、監査室を設置し、内部監査の充実・強化により、規程等の遵

守状況をチェックし、事故の未然防止のための管理態勢を厳しく監査します。 

 

(５)システムリスク 

システムリスクとはコンピュータ・システムの停止又は誤作動など、システムの不備

等やコンピュータが不正に使用されることにより、ＪＡが損失を被るリスクのことです。 

当ＪＡでは、系統グループである中央会・農林中金・全農・全共連等と連携の上、コ

ンピュータ・システムの安定稼動のため、安全かつ円滑な運用に努めます。 

また、コンピュータの不正利用防止についても日常のチェックシステムや各種監査に

よるチェック体制を整備して事故防止に努めます。 

さらに、顧客情報の保護等セキュリティ管理や防犯・防災等に細心の注意を払い、シ

ステムの安全性・信頼性の維持を図ります。 

 

(６)法務リスク 

法務リスクとは、ＪＡ経営、取引等に係る法令・定款、規程等に違反する行為並びに

その恐れのある行為が発生することで、当ＪＡの信用の失墜を招き、当ＪＡが損失を被
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るリスクです。 

ＪＡ事業は信用・共済・経済等の幅広い活動を通じて、地域社会の発展と組合員のよ

り豊かな生活設計へのお手伝いをさせていただくという、社会的使命と責任を担ってい

ます。これらの責任に加えて、ＪＡの一挙手一投足が地域経済全体に大きな影響を及ぼ

すことになります。 

当ＪＡでは、経営理念・基本理念・コンプライアンスマニュアル等に則り、リスクを

適切に把握・管理し、コンプライアンス態勢の構築を図ります。 

 

(７)評判リスク 

評判リスクとは、資産の健全性や収益力、自己資本、規模、成長性、利便性などＪＡ

の評判を形成する内容が劣化し、ＪＡへの安心度、親密度が損なわれることにより、Ｊ

Ａの評判が低下するリスクのことです。 

当ＪＡに対する評判を適切に把握し、積極的にＪＡの経営内容を情報開示することに

より、組合員・利用者から信頼される経営を目指します。 

 

(８)その他リスク 

その他のリスクとは、上記リスク以外の法令等の制定・改廃、新商品の発売、新規業

務の開始等に伴い被る様々なリスクのことです。 

当ＪＡでは、各々のリスク管理部署が経営方針に則り、適切にリスクを把握・管理す

ることにより、的確なリスク管理態勢の構築を進めます。 

            

◇法令等遵守態勢 
金融機関の業務内容、直面するリスクの多様化、複雑化という情勢を踏まえ、徹底し

た自己責任原則に基づき、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行っていくことにより、

金融機関としての社会的責任を果たしていくことがより一層求められていると認識して

おります。 

そのため、当ＪＡの役職員の行動規範としての｢コンプライアンス･マニュアル｣を制定

し､役職員一人一人がその趣旨を踏まえて日常の業務運営に取り組んでおります。 

また、ＪＡグループ内におけるコンプライアンス態勢の一環として、ＪＡ栃木ヘルプ

ライン(ＪＡグループ内部告発制度)を構築しております。ＪＡの役職員等からの通報に

より、早期に問題点を発見し、不祥事の未然防止並びに内部けん制機能の強化に努めて

おります 

受付電話番号  ＪＡ職員に係わる事項 028-616-8555 

ＪＡ役員に係わる事項  028-616-1933（宇都宮中央法律事務所） 

 

◇マネー・ローンダリング等の防止および反社会的勢力等の排除に向けた取

り組み 
当ＪＡは、「マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方

針」等を設定し、組合員加入をはじめ各種取引からの排除に取り組んでおります。 

 

◇プライバシーポリシー 
当ＪＡは、個人情報保護に対する社会的要請を十分に認識し、組合員等利用者の皆様の

個人情報の適正な取扱いを推進していくことが、公共性を有するＪＡとしての重大な社会

的責務と考えております。 

当ＪＡは、このような責務を十分果たしていくとともに、安全・安心なサービスを提供

し、皆様に信頼されるＪＡであり続けるため、以下の個人情報保護方針に従い、個人情報

の保護に積極的に取り組んでおります。 
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小山農業協同組合個人情報保護方針 
小山農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、組合員・利用者等の皆様の個人情

報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、

以下の方針を遵守することを誓約します。 

１．関連法令等の遵守 

当組合は、個人情報を適正に取扱うために、「個人情報の保護に関する法律」(以下「保

護法」といいます。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令および個人情報保護委員

会のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。 

  個人情報とは、保護法第２条第１項、第２項に規定する、生存する個人に関する情報

で、特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。 

  また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「番号利用法」といいます。）その

他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令およびガイドライン等に定められ

た義務を誠実に遵守します。 

  特定個人情報とは、番号法第２条８項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情

報をいい、以下も同様とします。 

２．利用目的 

当組合は、個人情報の取扱いにおいて、利用目的をできる限り特定したうえ、あらか

じめご本人の同意を得た場合および法令により例外として扱われるべき場合を除き、そ

の利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用します。ただし、特定個人情報

においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超

えた利用は行いません。 

ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。 

利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、

取得後速やかにご本人に通知し、または公表します。ただし、ご本人から直接書面で取

得する場合には、あらかじめ明示します。 

３．適正取得 

  当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得します。 

４．安全管理措置 

当組合は、取扱う個人データ及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内 

容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先

を適正に監督します。 

  個人データとは、保護法第２条第６項が規定する、個人情報データベース等(保護法第 

２条第４項)を構成する個人情報をいい、以下同様とします。 

５．匿名加工情報の取扱い 

  当組合は、匿名加工情報（保護法第２条第９項）の取扱いに関して消費者の安心感・ 

信頼感を得られるよう、保護法の規定に従うほか、個人情報保護委員会のガイドライン、

認定個人情報保護団体の個人情報保護指針等に則して、パーソナルデータの適正かつ 

効果的な活用を推進いたします。 

６．第三者提供の制限 

当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意 

を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。 

また、当組合は、番号法第１９号各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご 

本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。 

７．機微（センシティブ）情報の取り扱い 

当組合は、ご本人の機微（センシティブ）情報（要配慮個人情報並びに労働組合への 

加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報）については、法令等に基づく場合や業

務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただいた場合等を除き、取得・利用・第
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三者提供はしません。 

８．開示・訂正等 

当組合は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じま 

す。保有個人データとは、保護法第２条第５項に規定するデータをいいます。 

９．苦情窓口 

当組合は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、

そのための内部体制の整備に努めます。 

10．継続的改善 

当組合は、個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継 

続的な改善に努めます。 

                                   以 上 

◇金融ＡＤＲ制度への対応 
①苦情処理措置の内容 

  当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その

内容をホームページ・チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連

とも連携し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 

  当ＪＡの苦情等受付窓口（受付電話番号 0285-25-3710 月～金 8 時 30 分～17 時）。 

  その他各支店でも受付を行っております。 

②紛争解決措置の内容 

  当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。 

  ・信用事業 

①の窓口または一般社団法人ＪＡバンク相談所（受付電話番号 03-6837-1359） 

にお申し出下さい。必要により埼玉弁護士会示談あっせん・仲裁センターと協議を

いたします。 

 

   ・共済事業 

①の窓口または下記にお問い合わせ下さい。 

     ＪＡ共済相談受付センター       （受付 0120-536-093） 

      （一社）日本共済協会共済相談所    （受付 03-5368-5757） 

      （一財）自賠責保険・共済紛争処理機構 （受付 0120-159-700） 

      （公財）日弁連交通事故相談センター   （受付 0570-078-325） 

      （公財）交通事故紛争処理センター     （受付 03-3346-1756） 

     日本弁護士連合会 弁護士保険ＡＤＲ  （受付 0570-783-110）  

◇内部監査体制 
内部監査部門については事業推進部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び

各部門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改

善事項の勧告などを通じて業務の運営の適切性の維持・改善に努めています。 

内部監査は、ＪＡの本店・支店・営農支援センターのすべてを対象とし、年度の内部監

査計画に基づき実施しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監

査部門に通知され、定期的に被監査部門の改善取組状況をフォローアップするとともに、

監査結果の概要は定期的に理事会に報告しています。 

 

◇貸出運営の考え方 
貸出の運営については、定款及び信用事業規程を遵守し、健全な運営を図ります。特に、

専任担当者の配置により、融資審査・管理・回収・債権保全に万全を期し、より一層の信

用確立に努めます。  
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１０．自己資本の状況 
 

◇自己資本比率の状況 
当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応え

るため、財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努める

とともに、不良債権処理及び業務の効率化等に取り組んだ結果、令和 2 年 2 月末におけ

る自己資本比率は、国内業務のみを営む金融機関の基準である４％を大きく上回る

17.18％（前年度 18.59％）となりました。 

 

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実 
当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資 3,659 百万円（前年度 3,676 百万円）によっ

ています。なお、全額コア資本に係る基礎項目に算入しています。 

当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本

比率を算出して、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスク（業務の過程、

役職員の活動もしくは、システムが不適切であること又は外生的な事象による損失を被

るリスク）の管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、

内部留保の積み増しにより計画的に自己資本の充実に努めています。 
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１１．主な事業の内容 
（１）主な事業の内容 

ＪＡは、さまざまな事業部門をもった総合的な事業体です。事業の利用は組合員及び

地域の皆様にも広くご利用いただくことができます。 

また、ファイナンシャルプランナーを配置し、組合員・利用者のライフスタイルやニ

ーズ（貯蓄計画、税金対策、相続問題等）に応じた総合的な生活設計計画（ライフプラ

ン）を提案しております。 

次に主な事業内容についてご案内いたします。 

 

□信用事業   

 信用事業は、貯金、融資、為替などいわゆる銀行業務といわれる内容の業務を指します。

この信用事業は、ＪＡ・信連・農林中金という三段階の組織が有機的に結びつき､実質的に

ひとつの金融機関として機能するＪＡバンクシステムとして大きな力を発揮しています。 

あわせて、皆様からお預かりした大切な貯金を守るため、法律に基づく公的な制度であ

る貯金保険制度に加え､ 全国のＪＡが互いに協力しあって安心を支える破綻未然防止シス

テムの二重の仕組み (ＪＡバンク･セーフティーネット)を築いています。 

また、信用事業債権に占める不良債権の割合(金融再生法開示債権)は、1.55％であり、

今後も債権管理に万全を期すと共に、皆様の信頼に応えることを常に考え、堅実で健全な

経営を心がけていきます。 

 

●貯金業務 

  組合員はもちろん、地域にお住まいの方をはじめ幅広い利用者の皆様からの貯金をお

預かりしております。当座貯金、普通貯金、定期貯金などの各種商品を、目的や期間、

金額にあわせてご利用いただいております。 

 

《主な商品のラインアップ》 

当座貯金 
お支払いに小切手や手形をご利用いただける貯金です。事業用の

口座としてたいへん便利となっております。 

普通貯金 

お預け入れ・お引き出しが自由にできる貯金です。公共料金等の 

自動引き落としや、給与・年金の自動振込、配当金等の自動受け 

取りなどの機能が利用できる点で、日常生活に必要なお金を財布 

代わりに出し入れできる利便性を持っています。 

但し、ＡＴＭによる一日当たりの利用限度額は、原則として５０

万円となっております。また、ペイオフでも全額保護される決済

用貯金も取り扱っております。      

総合口座 

「ためる、使う、借りる」をひとつにした万能口座です。普通貯

金と定期貯金とが一冊の通帳でご利用できます。必要な時にはお

預かりしている定期貯金・定期積金・積立式定期貯金残高の 90％

以内、最高 300 万円までを自動的にご融資させていただくことも

可能です。    

通知貯金 

まとまったお金の短期間運用に最適な貯金です。据置期間（７日

間）経過後はお引き出しが可能となりますが、その場合には、２

日以上前にお知らせ下さい。 

貯蓄貯金 

普通貯金と同じように出し入れ自由で、短期のお預け入れに最適

です。金利は、お預入残高に応じて、段階的に有利になります。

（金利情勢により、金利が同じになる場合があります。） 
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スーパー定期貯金 

いくらからでもお預け可能な、身近な定期貯金です。お預け入れ

時の金利が満期日まで変わらない確定利回りです。期間は１か月

～５年以内で、３年以上のものは半年複利で計算される商品をお

選びいただけます。 

大口定期貯金 

最低預入金額が１千万円以上の貯金です。市場金利を反映した有

利な利率で運用し、多額の資金をさらに大きく増やす貯金です。

１か月～５年以内の期間でプランにあわせてお預け入れできま

す。 

期日指定定期貯金 

据置期間（１年）を経過すれば、ご自由に満期日の指定ができる 

ほか、一部支払の取扱いもでき、大変便利な定期貯金です。さら

に、お利息を１年複利で計算しますので、長く預けるほど有利で

す。 

変動金利定期貯金 
６か月ごとに利率を見直し、新しい利率で運用する貯金です。 

お預け入れ期間は３年で、お利息を半年複利で計算します。 

積立定期貯金 

将来に備えてまとまった資金を貯めていただくのに最適な定期

貯金です。口座開設時に積立期間や満期日を定めないで積立を行

い、必要な時期に必要な金額の解約を行うことができる「エンド

レス型」と満期日を設定し、口座開設時から積立期限日までの間

で積立を行い、その満期日以後に一括して支払う｢満期型｣があり

ます。 

定期積金 

将来の生活設計のため、ご結婚の準備、事業の拡張など長期計画

に備えて資金を蓄えるのに最適です。１回の掛金が千円以上、期

間は６か月～７年以下となっていますので、プランに沿って無理

なく目標達成ができます。 

その他にも、納税準備貯金、一般財形貯金、財形年金貯金、財形住宅貯金、譲渡性貯金

を取り扱っております。 

 

●融資業務 

組合員や地域住民の皆様へ住宅ローンやマイカーローンなど、各種ローン商品を提供

しているほか、農業者・事業者の皆様へもアグリマイティ―資金等のご融資を行ってお

ります。 

また、地方公共団体、農業関連産業などへもご融資し、地域経済の質的向上・発展に

貢献しております。 

さらに、㈱日本政策金融公庫等の融資の申込みのお取次ぎもしております。 

 

《主な商品のラインアップ》 

マイカーローン 
新車や中古車の購入をはじめ、修理・車検費用など、さまざまな

用途にご利用いただけます。 

カードローン 
あらかじめ決められたお借入れ枠の範囲内なら、いつでも何回で 

もご利用いただけます。急な出費の際の強い味方です。 

住宅ローン 

マイホームの新築・増改築、中古住宅の購入、土地購入など幅広

くご利用いただけます。他金融機関等ですでにご利用の住宅ロー

ンの借り換えにもご利用いただけます。 

教育ローン 
お子様の入学金や授業料はもちろん、アパート代や下宿代等の住

居費など、教育に関するさまざまな用途にご利用いただけます。 

リフォームローン 
住宅の増改築・改装・補修及び、システムキッチン・造園・物置

など住宅関連設備にお役立ていただけます。 
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●為替業務 

全国ＪＡ・信連・農林中金の店舗をはじめ、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為

替網で結び、当ＪＡの窓口を通して全国どこの金融機関へでも振込・送金や手形・小切

手等の取立が安全・確実・迅速にできる内国為替をお取扱いしております。 

 

●国債窓口販売 

国債の窓口販売の取扱いをしております。個人向け国債及び新窓販国債は毎月発行さ

れます。 

 

●サービス・その他 

当ＪＡでは、次のようなサービスを提供しています。 

・ コンピューター・オンラインシステムを利用して、各種自動受取り、各種自動支

払いや事業主の皆さまの給与振込サービス、自動集金サービス、口座振替サービス、

デビットカードサービスなどのお取扱い。 

・ パソコンや携帯電話からインターネットを利用し、年中無休で 24 時間いつでも残

高照会や振込・振替等ができる「ＪＡネットバンク」サービス。 

・ 全国のＪＡでの貯金の出し入れや銀行、郵便局、信用金庫、更にはセブン銀行・

イーネット・ローソンのＡＴＭなどでも現金引き出しのできるキャッシュサービス。 

・ ＪＡ窓口に出向くことなく自宅や、外出先からネットバンク経由で、国・地方公

共団体等への税金、公共料金等の各種料金の支払いができるマルチペイメントネッ

トワークサービス。 

・ 組合員・利用者の皆さまに安心、便利で多彩なサービスの一環としてご提供して

いるＪＡカード（クレジットカード）のお取扱い。 

また、ＩＣキャッシュカード機能とクレジット機能が一枚となった便利な一体型

カードの取り扱い。 

   その他、近時、社会問題となっております偽造キャッシュカード等金融詐欺犯罪

対策として、本人確認の徹底、ホームページ等での注意喚起、ＡＴＭにおける覗き

見防止措置、更には手のひら生体認証システムにより安全性を向上させたＩＣキャ

ッシュカードの発行など、各種対策を講じております。 

 

●ご利用者対応 

「一般社団法人ＪＡバンク相談所」を設置し、ＪＡの信用事業に関する苦情等の受付

をしております。利用者からの苦情等の申し出があった場合は、これを誠実に受け止め、

円滑な解決が図られるよう取り組んでおります。  （受付電話番号 03－6837－1359） 

また、通帳やカードの盗難・紛失等があったときの事故防止のため、「監視センター」

を設置し 24 時間体制で対応しております。利用者が安心してＪＡの信用サービスを受け

られるよう努めております。           （受付電話番号 0120－08－2065） 
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◇手 数 料 一 覧 

 
〔為替手数料〕                            （消費税込） 

種 類 区  分 当組合本支店 他金融機関 

送金手数料 普通扱い 1 件につき ４４０円 ６６０円 

振込手数料 

電信扱い 
３万円未満 １件 ２２０円 ６６０円 

３万円以上 １件 ４４０円 ８８０円 

文書扱い 
３万円未満 １件 ２２０円 ６６０円 

３万円以上 １件 ４４０円 ８８０円 

自 動 機 

系統カード

扱 い 

３万円未満 １件 １１０円 ４４０円 

３万円以上 １件 １１０円 ６６０円 

自 動 機 

他行カード

扱 い 

３万円未満 １件 ２２０円 ５５０円 

３万円以上 １件 ３３０円 ７７０円 

代金取立手数料 

（隔地間） 

至急扱い １通につき  １，１００円 

普通扱い １通につき  ８８０円 

その他諸手数料 

送金・振込の組戻料     １件につき       １，１００円 

不渡手形返却料        １通につき       １，１００円 

取立手形組戻料        １通につき       １，１００円 

取立手形店頭呈示料      １通につき       １，１００円 
ただし、１，１００円を超える取立経費を要する場合は、その実費を徴する。 

離島回金料                        無 料 

 

 

 

 
〔ＡＴＭ手数料〕                         （消費税込） 
 稼働時間 ＪＡバンク ＪＦマリン 三菱ＵＦＪ 他金融 

入 

金 
平日 8：45～19：00 無料    

休日 
9：00～17：00 

（土・日曜・祝日） 
無料 

出 

金 

平日 
8：45～18：00 無料 無料 無料 110 円 

18：00～19：00 無料 無料 110 円 220 円 

土曜 
9：00～14：00 無料 無料 110 円 220 円 

14：00～17：00 無料 無料 110 円 220 円 

日曜・祝日 9：00～17：00 無料 無料 110 円 220 円 

※提携金融機関のキャッシュカードを当ＪＡのＡＴＭで使用した場合の手数料 

※12 月 31 日の扱いは、その日の曜日を適用します。              
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提携金融機関等 イーネット LANS 

入 

金 

平日 

8：00～8：45 110 円 110 円 

8：45～18：00 無料 無料 

18：00～21：00 110 円 110 円 

土曜 

9：00～14：00 無料 無料 

14：00～17：00 110 円 110 円 

17：00～19：00 110 円 110 円 

日曜・祝日 
9：00～17：00 110 円 110 円 

17：00～19：00 110 円 110 円 

出 

金 

平日 

8：00～8：45 110 円 110 円 

8：45～18：00 無料 無料 

18：00～21：00 110 円 110 円 

土曜 

9：00～14：00 無料 無料 

14：00～17：00 110 円 110 円 

17：00～19：00 110 円 110 円 

日曜・祝日 
9：00～17：00 110 円 110 円 

17：00～19：00 110 円 110 円 

 

〔ＪＡネットバンク手数料〕                      （消費税込） 

種 類  区 分 自店舗宛 当JA他店舗

宛 

県内他JA宛 県外JA宛 他行宛 

振込手数料 
３万円未満 １件 

無料 
１１０ ３３０ 

３万円以上 １件 ２２０ ５５０ 

利用手数料 申込み・年会費 無料 

 

〔貯金業務取扱手数料〕                           （消費税込） 

 基準 金 額  基 準 金 額 

残高証明書 1 通 ２２０円 小切手帳 １冊 ５５０円 

その他証明書 〃 ２２０円 約束手形 １枚 １１０円 

再
発
行 

通 帳 １冊 ５５０円 マル専手形 〃 １１０円 

証 書 １枚 ５５０円 〃口座開設 １口座 ３，３００円 

ＩＣキャッシュカード※ 〃 １，１００円 口座振替 １回 ５５円 

ＪＡカード（一体型） 〃 無料 

円貨両替 

両替枚数 1～100 枚 無料 

ＩＣキャッシュカード新規発行 〃 無料  〃  101～500 枚 ２２０円 

ＩＣキャッシュカード更新手数料 〃 無料  〃  501～1000 枚 ４４０円 

ＪＡカード（一体型）新規発行 〃 無料   〃 1001～2000 枚 ６６０円 

入 金 帳 １冊 ４４０円 2001 枚以上 1000 枚毎に 440 円加算 

 取引履歴検索 （１口座又は１取引先） １，６５０円 

※磁気キャッシュカードからＩＣキャッシュカードへの切替再発行は無料です。 
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〔貸付業務取扱手数料〕                   （消費税込）単位：円  

種 類 基 準 条 件 金 額 

発
行
手
数
料 

残高証明書 １通  ２２０ 

融資証明書 １通  ２２０ 

住宅取得証明書 １通  ２２０ 

ローンカード再発行 １枚  ５５０ 

統一ロ－ン借入申込書 １部  ５５０ 

金
利
選
択
型
住
宅
ロ
ー
ン 

事務取扱手数料 

１回 新規契約時（つなぎ資金は除く） １１，０００ 

１回 
借入後、変動金利から固定金利に変更する
場合 

５，５００ 

１回 
借入後、固定金利から固定金利に変更する
場合 

０ 

繰
上
返
済
手
数
料 

変動金利期間

中 

一部  ０ 

全額 
自己資金で支払う場合 ０ 

他行へ借換の場合 ５，５００ 

固定金利期間

中 

一部  ０ 

全額 

自己資金で支払う場合 ０ 

他
行
へ
借
換 

繰上返済額５百万円未満 ２２，０００ 

繰上返済額５百万円以上10百万円未
満 

３３，０００ 

繰上返済額10百万円以上20百万円未
満 

４４，０００ 

繰上返済額20百万円以上 １１０，０００ 

 
 

賃
貸
住
宅
資
金 

 
 

賃
貸
住
宅
ロ
ー
ン 

事務取扱手数料 

１回 新規契約時（つなぎ資金は除く） １１，０００ 

１回 
借入後、変動金利から固定金利に変更する
場合 

５，５００ 

１回 
借入後、固定金利から固定金利に変更する
場合 

０ 

繰上返済手数料 

一部  ０ 

全額 

自己資金で支払う場合 ０ 

他
行
へ
借
換 

繰上返済額20百万円未満 ４４，０００ 

繰上返済額20百万円以上50百万円未
満 

１１０，０００ 

繰上返済額50百万円以上100百万円
未満 

３３０，０００ 

繰上返済額100百万円以上 ５５０，０００ 
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□共済事業 

共済とは、生活を取り巻くさまざまなリスク(ケガ・病気、火災・自然災害、交通事故

など)に対して、組合員があらかじめ一定の「共済掛金」を拠出して協同の財産を準備し、

不測の事故などが生じた場合に「共済金」として支払う事によって、組合員やその家族

に生じる経済的な損失を補い、生活の安定を図る相互扶助(助け合い)の保障制度です。 

ＪＡ共済は、ＪＡとＪＡ共済連がそれぞれの役割を担い、組合員・利用者の皆様に「ひ

と・いえ・くるまの総合保障」を提供しています。 

なお、経営の健全性と事業の安定性を測る指標として支払余力（ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ･ﾏｰｼﾞﾝ）比率

がありますが、ＪＡ共済連の令和元年上半期は、1,220.1％（前年度末 1082.9％）で、

経営の健全な水準とされる 200％を大きく超えており、十分な支払余力を確保しており

ます。 

ＪＡ共済は組合員・利用者の皆様の多様化するニーズに応えるため、ライフアドバイ

ザー（ＬＡ）が組合員・利用者の皆様のお宅へ訪問し、コミュニケーションの強化を図

り、一人ひとりのライフスタイルの変化やニーズにあった保障を提供するとともに、共

済金をもれなくご請求いただくため、３Ｑ訪問活動を展開しています。また、スマイル

サポーターが支店での窓口対応や電話応対を通じて組合員・利用者の皆様へさまざまな

情報提供、提案を行っています。 

さらに、地域貢献活動を行っており、病気や事故等の未然防止を目的として、健康管

理・増進活動や交通事故対策活動（交通安全教室等）を実施するほか、万一の際の事後

支援として、災害救援活動や交通事故被害者の社会復帰支援活動などを実施しています。

また、書道やポスターコンクール等の文化支援活動やＪＡくらしの活動、地域農業振興

に関する支援活動を行っております。 

 

●長期共済 

共済期間が長く（通常５年以上）、事故があったとき、又は満期のときに共済金を支払

います。主なものは次の通りです。 

 

《主な保障のラインナップ》 

終身共済 
一生涯にわたって万一のときを保障するプランです。ニーズに合わせ

て、特約を付加することにより保障内容を自由に設計できます。 

引受緩和型終身共済 
健康に不安がある若年層から中高年層の終身保障ニーズに幅広く対応

するため、加入しやすい「手続きが簡便で加入間口の広い」プランです。 

一時払終身共済 
満期共済金や退職金等の一時資金を活用した長期資金確保・相続対策ニ

ーズに応えることができ、加入手続きが簡便なプランです。 

養老生命共済 
万一のときの保障とともに、満期時に生存していれば満期共済金が支払

われる貯蓄の機能をあわせもつプランです。 

こども共済 

お子さま・お孫さまの教育資金の備えと、万一のときを保障するプラン

です。ご契約者さまが万一のときは、満期まで毎年養育年金をお支払す

るプランもあります。 

定期生命共済 
万一のときや、第 1 級後遺障害状態・重度要介護状態を一定期間保障す

る、掛捨てタイプのプランです。 

がん共済 

がんによる入院・手術を保障するプランです。がん診断時や、再発・長

期治療のときは一時金をお支払いします。ニーズにあわせて、先進医療

保障も加えることもできます。 

特定重度 

疾病共済 

重い生活習慣病や三大疾病による、継続的・慢性的な治療や療養に備え

ることができるプランです。 
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生活障害共済 
病気やケガにより身体に障害が残ったときの、収入の減少や支出の増加

に備えることができるプランです。 

介護共済 
所定の要介護状態となったときの資金準備のためのプランです。公的介

護保険制度と連動しており、介護の不安をわかりやすく保障します。 

一時払介護共済 
まとまった資金を活用して、一生涯にわたって介護に備えることができ

るプランです。 

医療共済 

病気やケガによる入院・手術を手厚く保障するプランです。ニーズあわ

せて、保障期間や共済掛金払込期間が選べるほか、先進医療保障を加え

たり、三大疾病保障を充実させることもできます。 

引受緩和型医療共済 
健康に不安がある方でも、簡単な告知でご加入でき、病気やケガによる

入院・手術を手厚く保障するプランです。 

予定利率変動型年金共済 
老後の生活資金準備のためのプランです。医師の診査なしの簡単な手続

きで加入できます。最低保証予定利率が設定されているので安心です。 

建物更生共済 
火災はもちろん、地震や台風などの自然災害も幅広く保障します。また

保障期間満了時に、満期共済金をお受取りいただけます。 

 

●短期共済 

共済期間が短く（５年未満）、事故があったときに共済金が支払われます。 

主なものは次の種類のとおりです。 

なお、自動車共済・自賠責共済は、自動車販売会社や修理工場などの共済代理店にお

いて、ＪＡの営業日・営業時間以外であっても共済契約の締結ができます。 

《主な商品のラインアップ》 

自動車共済 

(クルマスター) 

自動車事故による相手方への賠償保障はもちろんのこと、ご自身

やご家族の乗車中や歩行中等の自動車事故による損害を過失割

合に関係なく保障するとともに、お車の損害や付随的に発生する

諸費用まで幅広く保障します。 

自賠責共済 
自動車・バイクには法律で加入が義務づけられています。人身事

故の被害者への賠償責任を保障します。 

火災共済 
建物や建物内に収容されている動産が火災や落雷、破裂、爆発な

どによって損害を受けたときに保障します。 

傷害共済 
日常生活での不慮の事故による死亡・負傷に応じて定額の共済金

が支払われる共済です。 

賠償責任共済 
日本国内で発生した日常生活や農作業などに起因する事故によ

り、損害賠償責任を負担した場合に保障する共済です。 
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●共栄火災保険商品 

共栄火災保険商品の取扱いをしております。代表的な商品は次のとおりです。 

ＪＡ安心倶楽部 

ＪＡ組合員のケガ（地震等によるケガを含む。）による死亡や後遺

障害､入院・通院､自転車事故等の日常生活における他人への賠償

責任（示談代行サービス付）および携行品の損害など､日常生活の

リスクを総合的に補償する。 

ＪＡ自転車倶楽部 

自転車事故をはじめとした日常生活における賠償責任（示談代行

サービス付）と交通事故等によるケガを補償する､ＪＡ組合員向け

の商品。 

個人用火災総合保険 

（Happy Home２） 

（安心あっとホーム） 

火災事故はもちろんのこと風災・水災等の自然災害に至るまで幅

広い補償をニーズに応じて提供する､掛捨型の火災保険商品。

「Happy Home２」は住宅ローン利用者向けの商品､「安心あっと

ホーム」は住宅ローン利用者向け以外の商品。 

海外旅行保険 海外旅行における傷害を幅広く補償する保険です。 

ゴルファー保険 

ゴルフのプレイ中、練習中などの本人のケガ、誤って他人にケガ

をさせたり、他人の物を壊して損害を与え法律上の賠償責任を負

った場合、用具の盗難・損害、ホールインワン、またはアルバト

ロス達成時の補償がワンセットになった保険です。 

 

□営農指導事業 

営農指導は、直接収益を生み出すという事業ではありませんが、ＪＡの信用・共済・購

買・販売などの事業の要であり、組合員の営農活動を指導し、その改善を図っていく重要

な事業です。ＪＡの営農指導は、単に技術指導を行うだけでなく、農産物を安定的に供給

していくためのマーケティング対策や組合員の農業経営全般について支援し、認定農業者

や集落営農組織などの担い手育成の確保を通じて、協同して合理的な農業経営を確立する

よう働きかけていくものです。すなわち、生産から流通までの仕組みをＪＡの総合的な力

で支援・援助することによって、個々の農家では難しい所得の増大を協同の力で実現して

いこうとするものです。 

＜食の安全・安心への取り組み＞ 

安全・安心な農畜産物を消費者に提供し、「食」に対する信頼性を確保するため、ＪＡグ

ループは生産履歴記帳運動を展開し、全ての農作物を対象に生産履歴の記録と点検を実施

するとともに、環境に優しい農業の実現のため、使用済み農業生産資材の回収などにも取

り組んでおります。また、生産部会とともにＧＡＰ（農業生産工程管理）の精度向上に向

けた取り組みを強化しています。 

さらに、福島原発事故に伴う放射能対策として、県と連携し農産物のモニタリング調査

を引き続き実施しています。 

 

□販売事業 

販売事業は、組合員が生産した農産物などを共同で販売することで、より高い収入が

得られるようにしていこうというものです。 

消費者の皆様のニーズに応じた「安全・安心な農産物」を安定的に提供できるよう生

産・販売体制の強化に取り組んでいます。また、地産地消運動を推進し、地元で生産さ

れた農産物を地域の皆様に提供するため、直売所の運営などの事業についても積極的に

取り組んでいます。 

  このように、農産物の供給を通じて消費者との連携をすすめ、農業の持続的発展を目

指しています。 
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・農産物直売所‥‥グリーンセンター・よらっせ桑・四季彩・国分寺・道の駅「思川」・野木・のぎ松原大橋・

道の駅「しもつけ」・ヨークベニマル小山雨ケ谷店・ヨークベニマルゆうえんち店・イオ

ン小山店・ベイシア小山店・管内セブンイレブン・エコスたいらや小金井店 
□購買事業 

購買事業は、肥料や農薬など農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、

それを組合員や地域の皆さまに供給する事業です。この事業は、計画的に大量購入する

ことによって、できるだけ安い価格で仕入れ、流通経費を節約して、組合員や地域の皆

さまに安全・安心・良質な品物を供給するものです。 

取扱い品目は多種にわたり、特に生活関連では日用品等の生活物資から、葬祭業務な

ども取り扱っています。 

・関係施設･･････のぞみ館（東部・西部・北部・野木）、アクティー（農機センター他） 

                オートパル県南〔自動車整備センター〕 

 

●葬祭事業 

ご家族に突然の不幸があった場合にお応えできるよう、24 時間体制で受付しておりま

す。 

・関係施設･･････思川ホール、おとめホール〔総合葬祭式場〕 

連絡先：思川ホール （0285-38-3100） 

おとめホール（0285-41-2088） 

 

●食材事業 

新鮮で栄養バランスのとれた安心な食材の宅配サービスをお好みに合わせて取り扱っ

ております。 

                 連絡先：全農県南食材センター （0285-30-5660）     

 

□ＪＡくらしの活動 

ＪＡくらしの活動は、安心して暮らせる豊かな地域社会づくりのため、組合員・地域

住民を対象に「食と農」を軸とした地域活性化や高齢化社会に対応した様々な取り組み

を行っていくもので、この取り組みにより協同活動の輪を広げています。 

 

●「食と農」を軸とした地域活性化 

ＪＡは市民農園・体験農園を通じた地域振興や、学校等との連携により農業の持つ教

育力を反映した農業体験学習等を実施しています。 

さらに、「農産物直売所」「女性大学」「料理教室」「仲間づくり旅行」など、組合員・

地域住民の活動の「場」を提供しています。 

 

●高齢者福祉活動 

「ＪＡ健康寿命１００歳プロジェクト」の展開による元気高齢者の生きがいづくりや、

高齢者訪問活動、ミニデイサービス等助け合い活動の強化に取り組んでいます。 

 

 ●ＪＡ女性会活動の支援 

  ＪＡ女性会は、住みよい地域社会づくりをめざして、世代別・目的別の活動を展開し

ており、ＪＡはその自主的活動を支援しています。 

 

□国産農畜産物の消費拡大運動 

  国産農畜産物の重要性の理解促進及び消費拡大を促進するため、「みんなのよい食プロ

ジェクト」に取り組んでおり、情報提供や農業体験等を通じて国産農畜産物の魅力を伝

え、地域の消費者に地産地消をすすめています。 
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□資産管理事業 

資産管理事業は、組合員が土地の有効活用やその管理を安心して行えるよう、また、

農と住の調和したまちづくりをめざす様々な事業を展開していくものです。 

このため、転用相当農地等の売渡しや貸付けなどのほか、組合員が所有するアパート

の管理や仲介業務も行っています。 

また、組合員に対しその資産の有効活用を支援するため、意向に沿った提案を行うと

ともに、法務・税務相談の資産相談会も開催しています。 

 

□利用事業 

ＪＡでは、組合員の事業または生活に必要な共同利用施設を設置して、ご利用いただ

いております。 

☆営農関係施設 

・営農支援センター（東部・西部・北部） ・育苗センター 

・共同乾燥調製施設           ・青果物集出荷所 

・選果場                ・農村レストラン（味処くわっせ） 

・稚蚕飼育所              ・農産加工所 

☆生活関係施設 

・ウィング小山〔宴会・法宴〕 

 

（２）系統セーフティネット（貯金者保護の取り組み） 
  ＪＡバンクは、全国のＪＡ・信連・農林中央金庫（ＪＡバンク会員）で構成するグル

ープの名称です。組合員・利用者の皆様に、便利で安心な金融機関としてご利用いただ

けるよう、ＪＡバンク会員の総力を結集し、実質的にひとつの金融機関として機能する

「ＪＡバンクシステム」を運営しています。 

  当ＪＡの貯金はＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度で

ある「貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との二重のセーフティネットで

守られています。 

  

◇「破綻未然防止システム」の機能 

   「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンク全体としての信頼性を確保するための仕

組みです。再編強化法（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の

再編及び強化に関する法律）に基づき、「ＪＡバンク基本方針」を定め、ＪＡの経営上

の問題点の早期発見・早期改善のため、国の基準よりもさらに厳しいＪＡバンク独自

の自主ルール基準（達成すべき自己資本比率の水準、体制整備など）を設定していま

す。 

   また、ＪＡバンク全体で個々のＪＡの経営状況をチェックすることにより適切な経

営改善指導を行います。 

   

◇貯金保険制度 

   貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合

などに、貯金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持

に資することを目的とする制度で、銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保

険制度」と同様な制度です。 
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【経 営 資 料】 
 

 

 

 

 

Ⅰ 決算の状況 

 
 （注）当組合の計算書類（貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案および注記表ならび

に附属明細書）については、農業協同組合法第 37 条の 2の規定に基づき、みのり監

査法人の監査を受けております。 
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３．キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

科  目 
３０年度 

平成３０年３月  １日から 
平成３１年２月２８日まで 

元年度 
平成３１年３月  １日から 
令和 ２年２月２９日まで 

 
１ 事業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期利益（又は税引前当期損失） 
減価償却費 
減損損失 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 
賞与引当金の増減額（△は減少） 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 
その他引当金等の増減額（△は減少） 
信用事業資金運用収益 
信用事業資金調達費用 
共済貸付金利息 
共済借入金利息 
受取雑利息及び受取出資配当金 
支払雑利息 
有価証券関係損益（△は益） 
固定資産売却損益（△は益） 
資産除去債務関連損益（△は益） 
未収法人税等の還付額 
 

（信用事業活動による資産及び負債の増減） 
貸出金の純増（△）減 
預金の純増（△）減 
貯金の純増減（△） 
信用事業借入金の純増減（△） 
その他信用事業資産の増減 
その他信用事業負債の増減 
 

（共済事業活動による資産及び負債の増減） 
共済貸付金の純増（△）減 
共済借入金の純増減（△） 
共済資金の純増減（△） 
その他共済事業資産の増減 
その他共済事業負債の増減 
 

（経済事業活動による資産及び負債の増減） 
受取手形及び経済事業未収金の純増（△）減 
経済受託債権の純増（△）減 
棚卸資産の純増（△）減 
支払手形及び経済事業未払金の純増減（△） 
経済受託債務の純増減（△） 
その他経済事業資産の増減 
その他経済事業負債の増減 
 

（その他の資産及び負債の増減） 
その他資産の増減 
その他負債の増減 
信用事業資金運用による収入 
信用事業資金調達による支出 
共済貸付金利息による収入 
共済借入金利息による支出 

 
 

３４９，８７１ 
３０４，４５８ 

－ 
△２４，５０１ 

３，３０４ 
△１０６，６３３ 

－ 
△１，３６４，３８９ 

５８，７９４ 
△１，５９５ 
１，６５５ 

△１５８，８４９ 
－ 

△２３２ 
１５３ 

△３０，８６６ 
６，３０５ 

 
 

△４７，３０９ 
△２，９２２，０００ 

６１１，２２７ 
△１２，１９０ 
△１４，２２８ 

９９９ 
 
 

１１４，４２０ 
△１１６，４８２ 
１１２，６９３ 

９５３ 
△８，１６１ 

 
 

△９２，１８９ 
△２５，６４８ 
△１２，２９８ 
４２，８７５ 

△９８，１４９ 
△１３ 

△８０７ 
 
 

５８，５２１ 
△４０，３２４ 

１，３７１，５１９ 
△１０９，９２４ 

２，７８３ 
△２，８４２ 

 
 

３３２，３５９ 
２９３，８５２ 
１４０，９８７ 

△１５３，４３９ 
△５，７２４ 

△３０，３１４ 
－ 

△１，１９７，２７９ 
４７，０８０ 

△４４ 
１９ 

△２５４，０５４ 
－ 

△６１ 
△１３，０４８ 

８，４３６ 
５，６８２ 

 
 

２，０２３，９０１ 
１，３８３，７００ 
１，７５８，５１５ 

△８，４０４ 
９，２３１ 

１８，０８６ 
 
 

１７，９１０ 
△１６，８２０ 
△６，１００ 
△２，７８８ 
△９，０２２ 

 
 

△１８，５８８ 
△２８，０７７ 

３，０１２ 
△１９，８６１ 
１０８，５４７ 

１４ 
△８，０３７ 

 
 

８８，７０２ 
７０，６５０ 

１，２４１，８１０ 
△４１，９８５ 

４３９ 
△４１４ 

小  計 △２，１４９，１０２ ５，７３８，８７４ 

 
雑利息及び出資配当金の受取額 
雑利息の支払額 
法人税等の支払額 
法人税等の還付額 

 
１５８，８４９ 

－ 
△９０，９７３ 
△１，３６３ 

 
２５４，０５４ 

－ 
△６４，８９３ 

６，３０２ 

事業活動によるキャッシュ・フロー △２，０８２，５９０ ５，９３４，３３７ 
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２ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 
有価証券の売却等による収入 
有価証券の償還による収入 
固定資産の取得による支出 
固定資産の売却による収入 
外部出資による支出 
外部出資の売却等による収入 

 
 

△３９７，７１６ 
    － 

１，５００，０１１ 
△２０３，５３３ 

８４，６６２ 
－ 
－ 

 
 

△１，９０９，１０５ 
    － 

－ 
△３０４，１２９ 

４１，３９０ 
△９７７，３４０ 

－ 
   

投資活動によるキャッシュ・フロー ９８３，４２４ △３，１４９，１８３ 

 
３ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

設備借入金の返済による支出 
出資の増額による収入 
出資の払戻しによる支出 
持分の取得による支出 
持分の譲渡による収入 
出資配当金の支払額 

  
 

－ 
１０７，１４８ 

△１２５，１５１ 
△１７，１４５ 
２１，００３ 

△３６，６１１ 

  
 

－ 
１０５，５６７ 

△１２３，４０２ 
△２１，４０２ 
１７，４０６ 

△３６，４４２ 

財務活動によるキャッシュ・フロー △５０，７５６ △５８，２７３ 

４ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

５ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額） △１，１４９，９２３ ２，７２６，８８０ 

６ 現金及び現金同等物の期首残高 ７，４８５，３９７ ６，３３５，４７４ 

７ 現金及び現金同等物の期末残高 ６，３３５，４７４ ９，０６２，３５５ 
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４．注  記  表（平成３０年度） 
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注  記  表（令和元年度） 
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48
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５．剰余金処分計算書 
                                  （単位：円）  

科  目 
金         額 

３０年度 元年度 

１．当期未処分剰余金 ６８９，５５１，４５４  ６８９，９６５，４８３ 

２．剰余金処分額 ２６６，４４２，６１７  ２６９，３２５，３８１ 

（１）利益準備金 ６０，０００，０００  ５５，０００，０００ 

（２）任意積立金 

   （うち特別積立金） 

   （うち目的積立金） 

１７０，０００，０００  

(          ―) 

( １７０，０００，０００) 

１７８，０９７，２６７ 

(          ―) 

( １７８， ０９７，２６７) 

（３）出資配当金  ３６，４４２，６１７  ３６，２２８，１１４ 

３．次期繰越剰余金 ４２３，１０８，８３７  ４２０，６４０，１０２ 

 

（注）１．出資配当金の基準は次のとおりです。 

      平成３０年度 年１．０％の割合 

      令和元年 度 年１．０％の割合 

   ２．次期繰越剰余金には、教育情報繰越額が含まれています。 

      平成３０年度 １５，０００千円 

      令和元年 度 １５，０００千円 

３．目的積立金の種類、積立目的、積立目標額、積立基準等は次のとおりです。 
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６．部門別損益計算書（平成３０年度） 
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（令和元年度） 
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７．財務諸表の正確性等にかかる確認 

 

 

確 認 書 
 

 １ 私は、当ＪＡの平成３１年３月１日から令和２年２月２９日までの事業年度にかか

るディスクロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要

な点において、農業協同組合法施行規則に基づき適正に表示されていることを確認い

たしました。 

 

 ２  この確認を行うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有

効に機能していることを確認しております。 

  （１）業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備

されております。   

（２）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を

検証しており、重要な事項については理事会等に適切に報告されております。  

  （３）重要な経営情報については、理事会等へ適切に附議・報告されております。 

 

 

              令和２年６月１５日 

           小山農業協同組合  

                   代表理事組合長  福田 浩一郎                  
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Ⅱ 損益の状況 
１．最近の５事業年度の主要な経営指標 

（単位：百万円、口、人、％） 

項  目 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 

経 常 収 益 10,103 9,263 8,917 8,938 8,911 

 信 用 事 業 収 益 1,624 1,523 1,460 1,414 1,254 

共 済 事 業 収 益 814 814 863 828 781 

農 業 関 連 事 業 収 益 5,822 5,057 4,920 5,479 5,430 

生活その他事業収益 1,832 1,813 1,664 1,201 1,429 

 営 農 指 導 事 業 収 益 6 4 8 14 15  

経 常 利 益 329 367 381 376 463 

当 期 剰 余 金 273 224 271 286 266 

出 資 金 3,752 3,720 3,694 3,676 3,659 

(出資口数)   (1,250,941) (1,240,211) (1,231,634) (1,225,633) (1,219,688) 

純 資 産 額 13,406 13,449 13,674 13,943 14,295 

総 資 産 額 178,972 180,307 183,327 183,854 186,158 

貯 金 等 残 高 160,430 161,936 164,716 165,327 167,086 

貸 出 金 残 高 30,248 30,067 29,727 29,774 27,750 

有価証券残高 15,034 13,544 12,058 11,025 13,132 

剰余金配当金額 

・出 資 配 当 額 
36 36 36 36 36 

職

員

数 

正職員＋嘱託 353 335 312 309 298 

（常用臨時等を含む） (390) (378) (364) (357) (349) 

自己資本比率（％） 19.64 19.93 18.36 18.59 17.18 

（注）１．経常収益は各事業収益の合計額を表しています。 

２．当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。 

３．単体自己資本比率は、農協法第 11条の 2に基づいた自己資本比率を記載しています。 

４．農業関連事業収益において委託販売にかかる販売高については、事業収益に含まれておりま

せん。 

５．信託業務の取り扱いは行っていません。 
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２．利益総括表 
                  （単位：百万円、％） 

項   目 ３０年度 元年度 増 減 

資 金 運 用 収 支 １，３０６ １，１５０ △１５６ 

役 務 取 引 等 収 支 ２３ ２０ △３ 

その他信用事業収支 △７０ ８８ １５８ 

信 用 事 業 粗 利 益 １，２５９ １，２５８ △１ 

信用事業粗利益率 
［信用事業総利益÷信用事業資産平均残高］ 

 

 （０．７６） 

 

 （０．７７） （０．０１） 

事 業 粗 利 益 ３，３３２ ３，２３０ △１０２ 

事 業 粗 利 益 率 
［事業総利益÷総資産平均残高］ 

 （１．８２） １．７８ （△０．０４） 

 

３．資金運用収支の内訳 
    （単位：百万円、％） 

 

項  目 
３０年度 元年度 

平均残高 利息等 利回り 平均残高 利息等 利回り 

資金運用勘定 163,066 1,364 0.83 160,631 1,197 0.74 

 うち預金 122,934 792 0.64 122,260 744 0.60 

うち有価証券 10,030 122 1.21 10,354 121 1.16 

うち貸出金 30,102 449 1.49 28,017 331 1.18 

資金調達勘定 166,613 58 0.03 164,795 47 0.02 

 うち貯金・定期積金 165,558 58 0.03 163,750 47 0.02 

うち譲渡性貯金 － － － － － － 

 うち借入金 1,055 0 － 1,045 0 － 

総資金利ざや  0.36  0.27 

（注）１．総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達利回り(資金調達原価率) 

２．預金の受取利息は、農林中金からの預金奨励金・預金事業分量配当金が含まれています。 

３．貯金の支払利息は支払奨励金が含まれています。 

 

４．受取・支払利息の増減額 

          （単位：百万円） 

項  目 ３０年度増減額 元年度増減額 

受 取 利 息（Ａ） △２４ △１６７ 

 うち預金 △１４ △４８ 

 うち有価証券 △１８ △１ 

うち貸出金 △２１ △１１８ 

支 払 利 息（Ｂ） △２０ △１１ 

 うち貯金・定期積金 △２０ △１１ 

うち譲渡性貯金 － － 

うち借入金 ０ ０ 

差 引(Ｃ)＝(Ａ)－(Ｂ) △４ △１５６ 

（注）１．増減額は、前年度対比です。 

   ２．預金の受取利息は、農林中金からの預金奨励金・預金事業分量配当金が含まれています。 

   ３．貯金の支払利息は支払奨励金が含まれています。 
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Ⅲ 事業の概況 
１.信用事業 
（１）貯金に関する指標 

 ①科目別貯金平均残高                  （単位：百万円、％） 

 

項  目 
３０年度 元年度 

増 減 
平均残高 構成比 平均残高 構成比 

流 動 性 貯 金 59,016 35.6 61,505 37.6 2,489 

定 期 性 貯 金 106,555 64.4 102,258 62.4 △4,297 

小  計 165,572 100.0 163,764 100.0 △1,808 

譲 渡 性 貯 金 － － － － － 

合  計 165,572 100.0 163,764 100.0 △1,808 

 （注）１．流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋納税準備貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金 

    ２．定期性貯金＝定期貯金＋定期積金 

 

 

②定期貯金残高                     （単位：百万円、％） 

（注）１．固定自由金利定期‥預入時に満期日までの利率が確定する定期貯金 

      ２．変動自由金利定期‥預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期貯金 

 
（２）貸出金等に関する指標 

  ①科目別貸出金平均残高              （単位：百万円） 

項  目 ３０年度 元年度 増 減 

手 形 貸 付 金 ５５５ ４４４ △１１１ 

証 書 貸 付 金 ２５，８１５ ２５，５７９ △２３６ 

当 座 貸 越 ２８２ ２７８ △４ 

割 引 手 形 － － － 

金融機関貸付金 ３，４５２ １，７２８ △１，７２４ 

合   計 ３０，１０５ ２８，０３１ △２，０７４ 

 

 

 

項  目 
３０年度 元年度 

増 減 
年度末残高 構成比 年度末残高 構成比 

定 期 貯 金 100,527 100.0 99,767 100.0 △760 

 うち固定自由金利定期 100,476 99.9 99,721 99.9 △755 

うち変動自由金利定期 50 0.0 45 0.0 △5 

62



 

②貸出金の金利条件別内訳残高              （単位：百万円、％） 

項  目 
３０年度 元年度 

増 減 
年度末残高 構成比 年度末残高 構成比 

固 定 金 利 貸 出 ２２，０５３ 74.0 ２１，８５４ 78.8 △１９９ 

変 動 金 利 貸 出 ７，７２１ 25.9 ５，８９５ 21.2 △１，８２６ 

合  計 ２９，７７４ 100.0 ２７，７５０ 100.0 △２，０２４ 

 

③貸出金の担保別内訳残高                  （単位：百万円） 

項  目 ３０年度 元年度 増  減 

  自店貯金担保 ５４１ ４６４ △７７ 

  有価証券担保 － － － 

  商業手形担保 － － － 

  不動産担保 １１，３１８ １１，８９４ ５７５ 

 共済証書 １，１７８ １，０９４ △８３ 

  その他担保 １１３ １０６ △７ 

担保合計 １３，１５１ １３，５５９ ４０７ 

 農業信用基金協会保証 ２，４９８ ２，５３０ ３１ 

  個人保証 ７５４ ７４７ △６ 

  その他保証 ６４ ８０ １６ 

保証合計 ３，３１７ ３，３５７ ４０ 

信用貸越 １３，３０５ １０，８３２ △２，４７２ 

合  計 ２９，７７４ ２７，７５０ △２，０２４ 

 

④債務保証見返額の担保別内訳残高            （単位：百万円） 

項  目 ３０年度 元年度 増  減 

貯金・定期積金等 ― ― ― 

有 価 証 券 ― ― ― 

動 産 ― ― 
― 

不 動 産 ― ― ― 

その他担保物 ― ― ― 

小  計 ― ― ― 

信 用 ― ― ― 

合  計 ― ― ― 
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⑤貸出金の使途別内訳残高            （単位：百万円） 

項  目 
３０年度 元年度 

増 減 
年度末残高 構成比 年度末残高 構成比 

設 備 資 金 １４，５１０ 48.7 １５，０６３ 54.2 ５５３ 

運 転 資 金 １５，２６４ 51.2 １２，６８７ 45.7 △２，５７７ 

合  計 ２９，７７４ 100.0 ２７，７５０ 100.0 △２，０２４ 

 

 

⑥貸出金の業種別残高                  (単位:百万円、％） 

項  目 
３０年度 元年度 

増  減 
年度末残高 構成比 年度末残高 構成比 

農 業 ３，９２１ １３．１ ３，９１５ １４．１ △６ 

林 業 － － － － － 

水 産 業 － － － － － 

製 造 業 １，９５３ ６．５ ２，２０５ ７．９ ２５２ 

鉱 業 ６７ ０．２ ６５ ０．２ △２ 

建 設 ・ 不 動 産 業 ３，１４７ １０．５ ２，９８５ １０．７ △１６２ 

電気・ガス・熱供給水道業 ７１ ０．２ ７３ ０．２ ２ 

運 輸 ・ 通 信 業 ４８４ １．６ ５１９ １．８ ３５ 

金 融 ・ 保 険 業 ３，８２９ １２．８ １，９３４ ６．９ △１，８９５ 

卸売・小売・サービス業・飲食業 ２，３５１ ７．８ ２，６１８ ９．４ ２６７ 

地 方 公 共 団 体 ９，８４５ ３３．０ ９，２４９ ３３．３ △５９６ 

非 営 利 法 人 ７２０ ２．４ ７２７ ２．６ ７ 

そ の 他 ３，３８１ １１．３ ３，４５６ １２．４ ７５ 

合 計 ２９，７７４ １００．０ ２７，７５０ １００．０ △２，０２４ 
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⑦主要な農業関係の貸出金残高 

１）営農類型別 

            （単位：百万円） 

種  類 ３０年度 元年度 増  減 

穀作 ３８４ ５０３ １１９ 

野菜・園芸 ４９０ ５５３ ６３ 

果樹・樹園農業 ５０ ５４ ４ 

工芸作物 － － － 

養豚・肉牛・酪農 ２８０ ２８３ ３ 

養鶏・養卵 － － － 

養蚕 － － － 

その他農業 ４０９ ３７６ △３３ 

農業関連団体等 － － － 

合   計 １，６１４ １，７７１ １５７ 

 （注）１．農業関係の貸出金とは、農業者、農業法人及び農業関連団体等に対する農業生産・農業経

営に必要な資金や、農産物の生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当しま

す。なお、⑥貸出金の業種別残高は、債務者の業種で、⑦主要な農業関係の貸出金残高は、

資金使途別の貸出金残高であり、集計方法が異なるため貸出金残高は一致しません。    

    ２．「その他農業」には、複合経営で主たる業種が明確に位置づけられない者、農業サービス        

業、農業所得が従となる農業者等が含まれています。 

    ３．「農業関連団体等」には、ＪＡや全農とその子会社等が含まれています。 

     

２）資金種類別 

〔貸出金〕 

            （単位：百万円） 

種  類 ３０年度 元年度 増  減 

プロパー資金 １，１８８ １，１８９ １ 

農業制度資金 ４２５ ５８２ １５７ 

 
うち農業近代化資金 ３６１ ５２９ １６８ 

うちその他制度資金 ６４ ５３ △１１ 

合   計 １，６１４ １，７７１ １５７ 

（注）１．プロパー資金とは、当組合原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものを

いいます。    

    ２．農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団

体が利子補給等を行うことでＪＡが低利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資

するものがあり、ここでは①の転貸資金と②を対象としています。 

   ３．その他制度資金には、農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）や農業経営負担軽減支援

資金などが該当します。  
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〔受託貸付金〕 

                                （単位：百万円）  

種  類 ３０年度 元年度 増  減 

日本政策金融公庫資金 － － － 

その他 － － － 

合  計 － － － 

 

⑧リスク管理債権の状況                  （単位：百万円） 

  区  分 ３０年度 元年度 増  減 

破 綻 先 債 権 額 ( A ) ― １３１ １３１ 

延 滞 債 権 額 ( B ) ５４９ ３１０ △２３９ 

３ ｶ 月 以 上 延 滞 債 権 額 ( C ) ― ― ― 

貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 ( D ) ― ― ― 

リスク債権合計 

（ Ｅ ＝ Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ ） 
５４９ ４４１ △１０８ 

担 保 ・ 保 証 付 債 権 額 ( Ｆ ) ３０６ ２４９ △５７ 

貸倒引当金(個別評価分)(Ｇ) ２４３ １９２ △５１ 

担 保 ・ 保 証 等 控 除 債 権 額 

( Ｈ ＝ Ｅ － Ｆ － Ｇ ) ― ― ― 

（注）１．破綻先債権(A） 

      元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること、その他の理由により元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金

(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という)のうち、法人税

法施行令第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する

事由が生じているものをいいます。 

２．延滞債権(B) 

      未収利息不計上貸出金であって(注)１に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外をいいます。 

３．３ｶ月以上延滞債権(C) 

      元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ｶ月以上遅延している貸出金（(注)１、

(注)２に掲げるものを除く）をいいます。 

４．貸出条件緩和債権(D) 

      債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金 ((注)１、

(注)２及び(注)３に掲げるものを除く)をいいます。 

５． 「担保・保証付債権額(F)」は、「破綻先債権(A)」「延滞債権(B)」「３ｶ月以上延滞債権

(C)」及び「貸出条件緩和債権(D)」のうち貯金・定期積金、有価証券及び不動産等の確

実な担保付の貸出金ならびに農業信用基金協会等、確実な保証先による保証付貸出金に

ついての当該担保・保証相当額です。なお、不動産の確実な担保額は、不動産鑑定士等

による客観性のある評価または財産評価基本通達による時価をもとに、さらに処分可能

性を十分考慮した回収可能見込額です。 

６． 「貸倒引当金(個別評価分)(G)」は、「破綻先債権(A)」「延滞債権(B)」「３ｶ月以上延滞

債権(C)」及び「貸出条件緩和債権(D)」のうち、すでに貸倒引当金(個別評価分)に繰り

入れた引当残高です。 

７． 「担保・保証等控除後債権額(H)」は、「破綻先債権(A)」「延滞債権(B)」「３ｶ月以上延

滞債権(C)」及び「貸出条件緩和債権(D)」の合計額から「担保・保証付債権額(F)」及

び「貸倒引当金(個別評価分)(G)」を控除した貸出金残高です。 
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⑨金融再生法開示債権区分に基づく保全状況          （単位：百万円） 

（注）１．金融再生法債権額 

     資産査定に基づく債務者区分と整合を取った債権区分を行い、債権区分ごとの信用事業債権

額(貸出金、貸付有価証券、外国為替、債務保証見返、信用未収利息、信用未収収益、信用仮払

金)です。ただし、要管理債権は、貸出金のみです。 

（債権区分） 

          ①破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

・法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する信用事業債権です。 

       〔資産査定における破綻先、実質破綻先〕 

②危険債権 

  ・経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本利息の回収ができない可能性

の高い信用事業債権です。 

       〔資産査定における破綻懸念先〕 

③要管理債権 

  ・３ｶ月以上延滞貸出債権(元金)及び条件緩和貸出債権(元金)です。 

   〔リスク管理債権として開示した、３ｶ月以上延滞貸出金と貸出条件緩和債権を合算し

た貸出金〕 

 ④正常債権 

  ・債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権、危険債権及び要管理債権以外のものに区分される信用事業債権です。

地方公共団体等への債権も含まれています。 

２．担保 

     資産査定における優良担保・一般担保の処分可能見込額です。 

３．保証 

     資産査定における優良保証の額です。 

４．引当 

     「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」については、資産査定における

個別貸倒引当金額です。 

     要管理債権については、要管理債権額に予想損失率を乗じた金額です。 

５．購買未収金 

購買未収金を参考として開示しております。なお、金融再生法債権区分に基づく購買未収金

開示の債権区分と資産査定における債務者区分との関連は、次の通りです。 

 

 

 

 

 

債権区分 債権額 
保 全 額 (参考) 

購買未収金 担 保 保 証 引 当 合 計 

破産更生債権及びこ

れらに準ずる債権(A)  

３０年度 ４３９ １９２ ３ ２４３ ４３９ ８ 

元年度 ３５８ １５３ １２ １９２ ３５８ ７ 

危険債権(B) ３０年度 １０９ ２６ ８３ － １０９ ９ 

元年度 ８２ ０ ８２ － ８２ １０ 

要管理債権(C) ３０年度 － － － － － － 

元年度 － － － － － － 

小計(D)=(A)＋(B)＋(C) ３０年度 ５４９ ２１８ ８７ ２４３ ５４９ １７ 

元年度 ４４１ １５４ ９４ １９２ ４４１ ３６ 

正常債権(E) ３０年度 ３０，０６８     ７６３ 

元年度 ２８，０９１     ７８７ 

合計(D)＋(E) ３０年度 ３０，６１８     ７８１ 

元年度 ２８，５３２     ８０５ 
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債 権 区 分 資産査定債務者区分 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 破綻先・実質破綻先 

危険債権 破綻懸念先 

要管理債権 要注意先のうち要管理先 

正常債権 
要注意先のうちその他要注意先及び正常先

ならびに地方公共団体等 

 

 

 

   ⑩元本補てん契約のある信託に係る貸出金のリスク管理債権の状況 

    該当する取引はありません。 
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 ⑪貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 

〔３０年度〕                           （単位：百万円） 

項  目 
期 首 

残 高 

期 中 

増加額 

期中減少額 期 末 

残 高 目的使用 その他 

貸 倒 引 当 金 

（うち個別貸倒引当金勘定）  

３８０ 

(２７７) 

３５６ 

(２５４) 

３ 

(  ３) 

３７７ 

(２７４) 

３５６ 

(２５４) 

 信 用 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 

３６１ 

 (２６２) 

３４０ 

 (２４３) 

３ 

(  ３) 

３５８ 

 (２５９) 

３４０ 

 (２４３) 

共  済  事  業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
０ 

(  －) 

０ 

(  －) 

－ 

(  －) 

０ 

(  －) 

０ 

(  －) 

購 買 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
１２ 

( １０) 

１１ 

( ８) 

－ 

(  －) 

１２ 

( １０) 

１１ 

( ８) 

販 売 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
１ 

(  －) 

１ 

(  －) 

－ 

(  －) 

１ 

(  －) 

１ 

(  －) 

そ の 他 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
４ 

(  ４) 

２ 

(  ２) 

－ 

(  －) 

４ 

(  ４) 

２ 

(  ２) 

外部出資等損失引当金 

（うち個別貸倒引当金勘定） 

－ 

( －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

 

〔元年度〕                            （単位：百万円） 

項  目 
期 首 

残 高 

期 中 

増加額 

期中減少額 期 末 

残 高 目的使用 その他 

貸 倒 引 当 金 

（うち個別貸倒引当金勘定）  

３５６ 

(２５４) 

２０２ 

(２０１) 

－ 

(  －) 

３５６ 

(２５４) 

２０２ 

(２０１) 

 信 用 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 

３４０ 

 (２４３) 

１９３ 

 (１９２) 

－ 

(  －) 

３４０ 

 (２４３) 

１９３ 

 (１９２) 

共  済  事  業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
０ 

(  －) 

０ 

(  －) 

－ 

(  －) 

０ 

(  －) 

０ 

(  －) 

購 買 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
１１ 

( ８) 

７ 

(  ７) 

－ 

(  －) 

１１ 

(  ８) 

７ 

(  ７) 

販 売 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
１ 

(  －) 

０ 

(  －) 

－ 

(  －) 

１ 

(  －) 

０ 

(  －) 

そ の 他 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
２ 

(  ２) 

１ 

(  １) 

－ 

(  －) 

２ 

(  ２) 

１ 

(  １) 

外部出資等損失引当金 

（うち個別貸倒引当金勘定） 

－ 

( －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

 

 

 

⑫貸出金償却の額        （単位：百万円） 

項  目       ３０年度 元年度 

貸出金償却額（信用） ― ― 
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（３）内国為替取扱実績 

（単位：百万円） 

種  類 
３０年度 元年度 

仕   向 被 仕 向 仕   向 

 

 

 

被 仕 向 

 

 送金・振込為替 
件 数 ２２，９２６ １６５，０７０ ２２，５６７ １６３，４８４ 

金 額 ２０，８１１ ３２，８２７ １９，００５ ３３，１６１ 

代金取立為替 
件 数 － ９ － ７ 

金 額 － ２５ － ５ 

雑 為 替 
件 数 １，２８６ １，１２２ １，１７６ ６１０ 

金 額 １１１ ３３ ６６ ３６ 

合 計 
件 数 ２４，２１２ １６６，２０１ ２３，７４３ １６４，１０１ 

金 額 ２０，９２２ ３２，８８７ １９，０７１ ３３，２０３ 

 

 

（４）有価証券に関する指標 

①種類別有価証券平均残高                 （単位：百万円） 

種  類 ３０年度 元年度 増  減 

国   債 ８，４６０ ９，０５４ ５９４ 

地 方 債 ２００ ２００ － 

政府保証債 ２００ ２００ － 

金 融 債 ２６９ － △２６９ 

社   債 ９００ ８９９ △１ 

株   式 － － － 

その他の証券 － － － 

合  計 １０，０３０ １０，３５４ ３２４ 

 

 

②商品有価証券種類別平均残高 

 

    平成３０年度・令和元年度において、該当する取引はありません。 
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③有価証券残存期間別残高                        （単位：百万円） 

種  類 1年以下 1年超3年以下 
3年超 

5年以下 

5年超 

7年以下 

7年超 

10年以下 
10年超 

期間の定めのない

もの 
合 計 

３０年度 

 国      債 － 514 1,346 518 － 7,198 － 9,578 

 地 方 債 － － － － － 227 － 227 

 政府保証債 － － － － 217 － － 217 

 金 融 債 － － － － － － － － 

 社   債 － － － － 1,001 － － 1,001 

 株      式 － － － － － － － － 

 その他の証券 － － － － － － － － 

元年度  

 国   債 － 1,534 827 － － 9,316 － 11,677 

地 方 債 － － － － － 233 － 233 

 政府保証債 － － － － － 224 － 224 

 金 融 債 － － － － － － － － 

 社   債 － － － － 996 － － 996 

 株      式 － － － － － － － － 

 その他の証券 － － － － － － － － 

 

（５）有価証券等の時価情報等        

①有価証券の時価情報等 

[売買目的有価証券] 

売買目的有価証券については、当 JA では投機的運用を行わないため保有しており

ません。 

[満期保有目的の債券] 

満期保有目的の債券については保有しておりません。 

[その他有価証券] 

（単位：百万円） 

 
種 類 

３０年度 元年度 

取 得 価 額 貸 借 対 照 表 計 上 額 差 額 取 得 価 額 貸 借 対 照 表 計 上 額 差 額 

貸借対照表計上

額が取得価額を

超えるもの 

国 債 8,479 9,578 1,098 10,389 11,677 1,288 

地 方 債 200 227 27 200 233 33 

政府保証債 200 217 17 200 224 24 

金 融 債 － － － － － － 

社 債 900 1,001 101 900 996 96 

小計 9,779 11,025 1,245 11,689 13,132 1,443 

貸借対照表計上

額が取得価額を

超えないもの 
－ － － － － － － 

合 計  9,779 11,025 1,245 11,689 13,132  1,443 

（注）取得価額は償却原価によっております。 
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②金銭の信託の時価情報等 

平成３０年度･令和元年度において、該当する取引はありません。 

 

③デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引 

平成３０年度･令和元年度において、該当する取引はありません。 
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２.共済取扱実績 
（１）長期共済新契約高・長期共済保有高         （単位：件、百万円） 

種  類 
３０年度 元年度 

件数 新契約高 保有高 件数 新契約高 保有高 

生

命

総

合

共

済 

 終身共済 333 2,502 147,304 401 2,829 139,730 

 定期生命共済 4 31 280 105 831 1,078 

 養老生命共済 338 991 60,270 242 730 52,580 

 うちこども共済 300 740 17,739 210 483 16,800 

医療共済 437 61 2,770 534 30 2,641 

 がん共済 240 － 519 280 － 507 

定期医療共済 － － 236 － － 224 

介護共済 104 276 2,016 105 256 2,182 

生活障害共済 91   152   

年金共済 460 － 35 750 － 30 

建物更生共済 2,685 43,772 207,762 1,836 26,236 209,669 

合  計 4,692 47,636 421,196 4,405 30,914 408,645 

（注）１ 金額は保障金額（がん共済はがん死亡共済金額、医療共済及び定期医療共済は死亡給付金

額（付加された定期特約金額等を含む。）、介護共済は一時払契約の死亡共済金額）です。 

２ 年金共済は年金共済に付加された定期特約金額です。 

３ 「生命総合共済」欄は、生命総合共済開始（平成５年度）以前に契約された養老生命、終

身、年金の各共済契約についても合算して計上しています。 

 

（２）医療系共済の入院共済金額保有高                （単位：千円） 

種 類 
３０年度 元年度 

新契約高 保有高 新契約高 保有高 

医療共済 ２，２４６ ５３，５２２ ２，６４８ ５４，０８８ 

がん共済 １，３８２ １６，０４４ １，６２６ １７，２４３ 

定期医療共済 － １，２８３ － １，２０３ 

合  計 ３，６２９ ７０，８５０ ４，２７４ ７２，５３５ 

（注）金額は入院共済金額です。 
 

（３）介護共済の介護共済金額、生活障害共済の生活障害共済金額および 

生活障害年金年額保有高                              （単位：百万円） 

種 類 
３０年度 元年度 

新契約高 保有高 新契約高 保有高 

介護共済 ３８４ ３，２０９ ３３５ ３，３８８ 

生活障害共済（一時金型） １１９ １１７ ２７０ ３６５ 

生活障害共済（定期年金型） ５１ ４９ ５１ ９６ 

（注）金額は、介護共済は介護共済金額、生活障害共済は生活障害共済金額または生活障害年金年額 

です。 
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（４）年金共済の年金保有高                             （単位：百万円） 

種 類 
３０年度 元年度 

新契約高 保有高 新契約高 保有高 

年金開始前 ２８６ １，７７５ ５１９ ２，１２８ 

年金開始後  ８８３  ９３３ 

合  計 ２８６ ２，６５８ ５１９ ３，０６１ 

（注）金額は年金年額（利率変動型年金は最低保証年金額）です。 
 

（５）短期共済新契約高                    （単位：百万円） 

種 類 
３０年度 元年度 

金額 掛金 金額 掛金 

火 災 共 済 ３０，５５３ ３８ ２９，４６１ ３７ 

自 動 車 共 済  ６５３  ６６３ 

傷 害 共 済 ３７，８８６ ３ ３３，６４６ ３ 

団体定期生命共済 － － － － 

定額定期生命共済 １４ ０ １４ ０ 

賠 償 責 任 共 済  ０  ０ 

自 賠 責 共 済  ８９  ９１ 

合 計  ７８５  ７９５ 

（注）金額は保障金額です。   
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３.主要事業取扱実績 
（１）購買品取扱実績                          （単位：百万円） 

種 類 ３０年度供給高 元年度供給高 

生

産

資

材 

肥料 ６５６ ６１１ 

農薬 ４７９ ５０５ 

飼料 ６８６ ９６７ 

農業機械 ５１６ ５７０ 

包装資材 ３６４ ３４５ 

園芸資材 ２２７ ３８０ 

畜産資材 ４１８ ３４０ 

自動車 ３１ ４３ 

その他 ２３２ ２２７ 

計 ３，６１２ ３，９９２ 

生

活

物

資 

衣料品 １５ １４ 

耐久財 ４１ ９１ 

食品 
食材 １８０ １６４ 

一般食品 １１２ １０１ 

日用雑貨 １０６ １０３ 

その他 ７ ３ 

計 ４６３ ４７９ 

合  計 ４，０７５ ４，４７２ 
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（２）受託販売品取扱実績 

                                  （単位：百万円） 

種  類 ３０年度取扱高 元年度取扱高 

米 ２，０１９ ２，２１６ 

麦 ７５１ ７６８ 

豆・雑穀 ６７ ５４ 

野菜 ４，４５６ ４，１０６ 

果実 １６７ １３４ 

花き・花木 ３２２ ２９１ 

畜産物 １，６９１ ２，０２２ 

林産物 － － 

その他 １３１ １４１ 

合  計 ９，６０７ ９，７３６ 

（注）米、麦、豆・雑穀の取扱高は、税込金額としています。 
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Ⅳ 経営諸指標 
１．利益率                                     

（単位：％） 

項   目 ３０年度 元年度 増  減 

 総資産経常利益率 ０．２０６ ０．２５６ ０．００５ 

 資本経常利益率 ２．９４５ ３．５５６ ０．６１１ 

 総資産当期純利益率 ０．１５７ ０．１４７ △０．０１０ 

 資本当期純利益率 ２．２３７ ２．０４７ △０．１９０ 

（注）１．総資産経常利益率＝経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×100 

   ２．資本経常利益率＝経常利益／純資産勘定平均残高×100 

   ３．総資産当期純利益率 

＝当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返りを除く）平均残高×100 

   ４．資本当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×100 

 

 

２．貯貸率・貯証率 
（単位：％） 

区   分 ３０年度 元年度 増  減 

貯貸率 
 期 末 １８．０ １６．６ △１．４ 

 期中平均 １８．１ １７．１ △１．０ 

貯証率 
 期 末   ６．６ ７．８ １．２ 

 期中平均 ６．０ ６．３ ０．３ 

（注）１．貯貸率（期  末）＝貸出金残高／貯金残高×100 

      ２．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×100 

      ３．貯証率（期  末）＝有価証券残高／貯金残高×100 

      ４．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×100 
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Ⅴ 自己資本の充実の状況 
１．自己資本の構成に関する事項 

（単位：百万円、％） 
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 (注) １．自己資本比率は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成 18

年金融庁・農水省告示第２号）に基づき算出しています。 

２．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法、適格金融資産担保の適

用については信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあ

たっては基礎的手法を採用しています。 

   ３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。 
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２．自己資本の充実度に関する事項 
①信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳        

（単位：百万円）   

 ３０年度 元年度 

信用リスク・アセット 

エクスポージャー 

の期末残高 

リスク・アセット 

額 

a 

所要 

自己資本額 

b＝a×４％ 

エクスポージャー 

の期末残高 

リスク・アセット 

額 

a 

所要 

自己資本額 

b＝a×４％ 

  現金    623 － － 

  我が国の中央政府及び中央銀行向け 8,515 － － 10,426 － － 

外国の中央政府及び中央銀行向け    － － － 

国際決済銀行等向け    － － － 

我が国の地方公共団体向け 10,062 － － 9,466 － － 

外国の中央政府等以外の公共部門向け    － － － 

国際開発銀行向け    － － － 

地方公共団体金融機構向け － － － － － － 

我が国の政府関係機関向け 1,102 90 3 1,102 90 3 

地方三公社向け 664 132 5 666 133 5 

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 124,360 24,872 994 125,776 25,155 1,006 

法人等向け 48 22 0 49 19 0 

中小企業等向け及び個人向け 647 179 7 758 242 9 

抵当権付住宅ローン 1,022 344 13 815 272 10 

不動産取得等事業向け 1,004 993 39 1,005 998 39 

三月以上延滞等 412 190 7 435 333 13 

取立未済手形    20 4 0 

信用保証協会等保証付 11,308 1,103 44 11,714 1,145 45 

株式会社地域経済活性化支援機構等に

よる保証付 
   － － － 

共済約款貸付 18 － － 0 － － 

出資等 685 685 27 685 685 27 

 （うち出資等のエクスポージャ

ー） 
   685 685 27 

（うち重要な出資のエクスポー

ジャー） 
   － － － 

上記以外    21,678 41,531 1,661 

 （うち他の金融機関等の対象

資本等調達手段のうち対象普

通出資等及びその他外部ＴＬ

ＡＣ関連調達手段に該当する

もの以外のものに係るエクス

ポージャー） 

   

－ － － 

（うち農林中央金庫又は農業

協同組合連合会の対象普通出

資等に係るエクスポージャー） 

   

12,829 32,074 1,282 

（うち特定項目のうち調整項

目に算入されない部分に係る

エクスポージャー） 

   
448 1,121 44 

（うち総株主等の議決権の百

分の十を超える議決権を保有

している他の金融機関等に係

るその他外部ＴＬＡＣ関連調

達手段に関するエクスポージ

ャー） 

   

－ － － 

       

（うち総株主等の議決権の百    － － － 
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分の十を超える議決権を保有

していない他の金融機関等に

係るその他外部ＴＬＡＣ関連

調達手段に係る５％基準額を

上回る部分に係るエクスポー

ジャー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （うち上記以外のエクスポー

ジャー） 
   8,400 8,336 333 

他の金融機関等の対象資本調達手段 13,775 34,439 1,377    

特定項目のうち調整項目に算入されないもの 449 1,124 44    

複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド） 

のうち、個々の資産の把握が困難な資産 
－ － －    

証券化 － － － － － － 

 （うちＳＴＣ要件適用分）    － － － 

（うち非ＳＴＣ適用分）    － － － 

再証券化 － － － － － － 

リスク・ウェイトのみなし計算が適用さ

れるエクスポージャー 
   － － － 

 （うちルックスルー方式）    － － － 

（うちマンデート方式）    － － － 

（うち蓋然性方式250％）    － － － 

（うち蓋然性方式400％）    － － － 

（うちフォールバック方式）    － － － 

経過措置によりリスク・アセットの額に

算入・不算入となるものされるものの額 
－ △8,567 △342 － － － 

他の金融機関等の対象資本調達手段に係

るエクスポージャーに係る経過措置によ

りリスク・アセットの額に算入されなか

ったものの額（△） 

   

－ － － 

上記以外 9,195 8,297 331    

 標準的手法を適用するエクスポージャー別

計 
183,273 63,908 2,556 185,226 70,612 2,824 

 ＣＶＡリスク相当額÷８％ － － － － － － 

 中央清算機関関連エクスポージャー － － － － － － 

 信用リスク・アセットの額の合計額 183,273 63,908 2,556 185,226 70,612 2,824 

オペレーショナル・リスクに対する 

          所要自己資本の額 

＜基礎的手法＞ 

オペレーショナル・リス

ク 

相当額を８％で除して得

た額 

所要 

自己資本額 

オペレーショナル・リス

ク 

相当額を８％で除して得

た額 

所要 

自己資本額 

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％ 

6,417 256 6,209 248 

所要自己資本額計 リスク･アセット等(分

母)計 

所要 

自己資本額 

リスク･アセット等(分

母)計 

所要 

自己資本額 

a ｂ＝a×

４％ 

a ｂ＝a×

４％ 

70,325 2,813 76,822 3,072 

 

（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載してい

ます。 

２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等

が該当します。 

３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び

「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが 150％になったエクスポージャーの

ことです。 

４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。 

５．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリスク・アセットの額お

よび調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。 

６．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削減手法として用いる保証または

クレジットデリバティブの免責額が含まれます。 

７．オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、当ＪＡでは基礎的手法を採用しています。 

＜ オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク 相 当 額 を ８ ％ で 除 し て 得 た 額 の 算 出 方 法 （ 基 礎 的 手 法 ） ＞ 

（粗利益（正の値の場合に限る）×15％）の直近 3年間の合計額 

      直近 3年間のうち粗利益が正の値であった年数 
÷８％ 
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３．信用リスクに関する事項 
①標準的手法に関する事項 
 

 当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標

準的手法により算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、

リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付等は次のとおりです。 

 

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは，以下の適格格付機関に

よる依頼格付けのみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。 

 

適 格 格 付 機 関 

株式会社格付投資情報センター(Ｒ＆Ⅰ) 

株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ) 

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Ｍｏｏｄｙ'ｓ) 

Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング（Ｓ＆Ｐ） 

フィッチレーティングスリミテッド(Ｆｉｔｃｈ) 

（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するため

の掛目のことです。 

 

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカント

リー・リスク・スコアは、主に以下のとおりです。 

 

エクスポージャー 適 格 格 付 機 関 カントリー・リスク・スコア 

金融機関向けエクスポージャー  日本貿易保険 

法人等向けエクスポージャー 

(長期) 

R＆I，Moody's，JCR，

S&P，Fitch 

 

法人等向けエクスポージャー 

(短期) 

R＆I，Moody's，JCR，

S&P，Fitch 
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②信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以

上延滞エクスポージャーの期末残高                     

（単位：百万円） 

（注）１．当ＪＡは、国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、信用リスクに関するエク

スポージャーは国内のみとなります。 

２．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・

ウエイトのみない計算が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャ

ーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みま

す。 

   ３．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・

バランスシート・エクスポージャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間

および融資枠の範囲で利用者の請求に基づき、金融機関が融資を実行することを約束する契約

における融資可能残額のことです。 

４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ

月以上延滞しているエクスポージャーをいいます。 

５．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。 

 

 

 

 

 

３０年度 元年度 

 

三月以上

延滞エク

スポージ

ャー 

 
三 月 以

上 延 滞

エ ク ス

ポ ー ジ

ャー 

信用リスク

に関するエ

クスポージ

ャーの期末

残高 

うち 

貸出金等 

うち 

債券 

信用リスクに

関するエクス

ポージャーの

期末残高 

うち 

貸出金等 

うち 

債券 

 

法

人 

農業 129 129 － － 230 230 － － 

林業 － － － － － － － － 

水産業 － － － － － － － － 

製造業 3 3 － － 4 4 － － 

鉱業 － － － － － － － － 

建設・不動産業 670 670 － － 669 669 － － 
電気・ガス・熱

供給・水道業 
－ － － － 3 3 － － 

運輸・通信業 205 － 200 － 205 － 200 － 

金融・保険業 139,331 3,525 902 － 139,808 1,602 902  
卸売・小売・飲

食・サービス業 
430 29 － － 429 28 － － 

日本国政府・地方公共団体 18,579 9,864 8,715 － 19,893 9,266 10,626 － 

上記以外 31 31 － － 49 49 － － 

個 人 15,657 15,636 － 405 16,049 16,049 － 423 

その他 8,233 － － － 7,882 － － － 

業種別残高計 183,273 29,890 9,818 405 185,226 27,903 11,729 423 

 

１年以下 126,019 1,659 － － 128,037 2,260 － － 

１年超３年以下 2,109 1,606 502 － 2,059 549 1,509 － 

３年超５年以下 2,689 1,381 1,307 － 2,827 2,028 799 － 

５年超７年以下 8,303 7,803 499 － 3,521 3,521 － － 

７年超 10 年以下 4,015 3,112 902 － 5,537 4,635 902 － 

10 年超 20,259 13,654 6,605 － 22,770 14,252 8,717 － 

期限の定めのないもの 19,877 673 － － 20,473 656 － － 

残存期間別残高計 183,273 29,890 9,818 － 185,226 27,903 11,729 － 
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③貸倒引当金の地区別期末残高及び期中の増減額の内訳 

    貸倒引当金にかかるエクスポージャーは国内のみとなります。 

 

④貸倒引当金の業種別期末残高及び期中の増減額の内訳     （単位：百万円） 

区 分 

３０年度 元年度 

期首残高 期中増加額 
期中減少額 

期末残高 期首残高 期中増加額 
期中減少額 

期末残高 
目的使用 その他 目的使用 その他 

一般貸倒引当金 102 101 － 102 101 101 0 － 101 0 

個別貸倒引当金 277 254 3 274 254 254 201 － 254 201 

 

法 

 

 

 

 

人 

農業 － － － － － － － － － － 

林業 － － － － － － － － － － 

水産業 － － － － － － － － － － 

製造業 － － － － － － － － － － 

鉱業 － － － － － － － － － － 

建設・不動産業 － － － － － － － － － － 

電気・ガス・熱

供給・水道業 
－ － － － － － － － － － 

運輸・通信業 － － － － － － － － － － 

金融・保険業 － － － － － － － － － － 

卸売・小売・飲

食・サービス業 
－ － － － － － － － － － 

その他 10 － － － 8 8 9 － 8 9 

個 人 267 254 3 274 246 246  192 － 246 192 

 

⑤業種別の貸出金償却の額                     （単位：百万円） 

項 目 ３０年度 元年度 

法 

 

 

 

 

人 

農業 ― ― 

林業 ― ― 

水産業 ― ― 

製造業 ― ― 

鉱業 ― ― 

建設・不動産業 ― ― 

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― 

運輸・通信業 ― ― 

金融・保険業 ― ― 

卸売・小売・飲食・サービス業 ― ― 

その他 ― ― 

個   人 ― ― 

合   計 ― ― 
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⑥信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク･ウエイト 1250％を適用する残高 

（単位：百万円） 
 ３０年度 元年度 

格付 

あり 

格付 

なし 
計 

格付 

あり 

格付 

なし 
計 

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高 

リスク･ウエイト 0％ － 20,391 20,391 － 21,497 21,497 

リスク･ウエイト 2％ － － － － － － 

リスク･ウエイト 4％ － － － － － － 

リスク･ウエイト 10％ － 11,938 11,938 － 12,360 12,360 

リスク･ウエイト 20％ － 125,089 125,089 － 126,529 126,529 

リスク･ウエイト 35％ － 983 983 － 778 778 

リスク･ウエイト 50％ － 276 276 － 9 9 

リスク･ウエイト 75％ － 227 227 － 306 306 

リスク･ウエイト 100％ － 11,743 11,743 － 10,080 10,080 

リスク･ウエイト 150％ － 91 91 － 386 386 

リスク･ウエイト 200％ － 12,088 12,088 － － － 

リスク･ウエイト 250％ － 449 449 － 13,278 13,278 

その他 － － － － － － 

リスク･ウエイト 1250％を適用する残高 － － － － － － 

計 － 183,281 183,281 － 185,226 185,226 

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウエイトのみなし計算が適

用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ･バランス取引及

び派生商品取引の与信相当額を含みます。 

   ２．「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエクス

ポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関によ

る依頼格付のみ使用しています。 

３．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウエイトによっ

て集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。 

４．「リスク・ウエイト 1250％を適用する残高」には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証

又はクレジット・デリバティブの免責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイト 1250％を適

用したエクスポージャーがあります。 

 

４．信用リスク削減手法に関する事項 

①信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 

◇ 「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の

算出において、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定さ

れている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保や保証人に対

するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。 

当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。 

信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の

相殺」を適用しています。 

 

 

◇ 適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、

取引相手または取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減さ

れている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金融資産担保取引について信用リスク削

減手法の簡便手法を用いています。 
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◇ 保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中

央政府等、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構及び我が国の政府関係機関、

外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、及び金融機関または証券会社、これ

ら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーの

うち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに

代えて、保証人のリスク･ウエイトを適用しています。 

 

◇ 貸出金と自組合貯金の相殺については，①取引相手の債務超過、破産手続開始の決

定その他これらに類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効

であることを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相殺契約

下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができること、

③自組合貯金が継続されないリスクが監視及び管理されていること、④貸出金と自組

合貯金の相殺後の額が、監視および管理されていること、の条件をすべて満たす場合

に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後

のエクスポージャー額としています。 

担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価

の見直しを行っています。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。 

 

②信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 

    （単位：百万円） 
 

区 分 

３０年度 元年度 

適格金融 

資産担保 

保証 適格金融 

資産担保 

保証 

地方公共団体金融機構向け － － － － 

我が国の政府関係機関向け － 200 － 200 

地方三公社向け － － － － 
金融機関向け及び第一種金融商品取

引業者向け 
－ － － － 

法人等向け 26 － 30 － 
中小企業等向け及び個人向け 191 52 227 65 
抵当権住宅ローン － － － － 
不動産取得等事業向け － － － － 
三月以上延滞等 3 － － － 
中央清算機関関連 － － － － 
上記以外 157 － 57 1 

合   計 378 252 314 267 
(注)１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主なものとしては貸出金や

有価証券等が該当します。 

２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャ

ー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが 150％以上になったエ

クスポージャーのことです。 

３．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等以外の公共部門向け・

国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・固定資産等が含まれます。 

 

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 
  

該当する取引はありません。 
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６．証券化エクスポージャーに関する事項 
 

該当する取引はありません。 

 

７．出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項 

①出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要 

 

「出資その他これに類するエクスポージャー」とは貸借対照表上の有価証券勘定及び

外部出資勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、こ

れらを①関連会社等出資、②その他有価証券、③系統出資および系統外出資に区分して

管理しています。 

①関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業のより

効率的運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期

の決算書類の分析の他、定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。 

  ②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市

場リスクの把握およびコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通

しなどの投資環境分析及びポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用

方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情

報交換及び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ

委員会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行ってい

ます。運用部門が行った取引については企画管理部門が適切な執行を行っているかどう

かチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。 

  ③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、

日常的な協議を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様

の対応を行っています。 

  なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等の評価等につい

ては、①関連会社については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資等損失

引当金を設定しています。②その他有価証券については時価評価を行った上で、取得原

価との評価差額については、「その他有価証券評価差額金」として純資産の部に計上して

います。③系統および系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて

外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれ

ば、注記表にその旨記載することとしています。  

 

②出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価 

（単位：百万円） 
 

 

３０年度 元年度 

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額 

上 場 － － － － 

非上場 １０，９３５ １０，９３５ １１，９１３ １１，９１３ 

合 計 １０，９３５ １０，９３５ １１，９１３ １１，９１３ 

 

③出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 

（単位：百万円） 

３０年度 元年度 

売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額 

― ― ― ― ― ― 
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④貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額 

（保有区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等） 

（単位：百万円） 

３０年度 元年度 
評価益 評価損 評価益 評価損 

― ― ― ― 

 

⑤貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 

（子会社・関連会社株式の評価損益等） 
   （単位：百万円） 

３０年度 元年度 
評価益 評価損 評価益 評価損 

― ― ― ― 

 

８．リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関す 

る事項 
                                                                      （単位：百万円） 

 ３０年度 元年度 

ルックスルー方式を適用するエクスポージャー  － 

マンデート方式を適用するエクスポージャー  － 

蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー  － 

蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャー  － 

フォールバック方式（1250％）を適用するエクスポー

ジャー 

 － 

 

 

９．金利リスクに関する事項 
① 金利リスクの算定手法の概要 

金利リスクは、金利の変化により保有する資産・負債の損益又は経済的価値が変動

するリスクのことです。当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金

利リスク量算定要領」に、またリスク情報の管理・報告にかかる事項を「余裕金運用

等にかかるリスク管理手続」に定め、適切なリスクコントロールに努めています。具

体的な金利リスク管理方針および手続きについては以下のとおりです。 

 

◇リスク管理の方針および手続の概要 

・リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範囲に関する説明 

当ＪＡでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制のも

とで他の市場リスクと一体的に管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の金利

リスク(IRRBB)については、個別の管理指標の設定やモニタ 

リング体制の整備などにより厳正な管理に努めています。 

・リスク管理およびリスクの削減の方針に関する説明 

当ＪＡは、ＡＬＭ委員会のもと、自己資本に対する IRRBB の比率の管理や 

収支シミュレーションの分析などを行いリスク削減に努めています。 

・金利リスク計測の頻度 

毎月末を基準日として、月次で IRRBB を計測しています。 
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◇金利リスクの算定手法の概要 

当ＪＡでは、市場金利が上下に１％変動した時に発生する経済価値の変化額（低下

額）を金利リスク量として毎月算出しています。 

・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期 

要求払貯金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって

随時払い出される要求払貯金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留す

る貯金をコア貯金と定義し、①過去 5年の最低残高、②過去 5年の最大年間流出量を

現残高から差し引いた残高、③現残高の 50％相当額のうち、最小の額を上限とし、0

～5年の期間に均等に振り分けて（平均残存 2.5 年）リスク量を算定しています。 

流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は 0.03 年です。 

・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期 

   流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は 5年です。 

・流動性貯金への満期の割り当て方法(コア貯金モデル等)およびその前提 

流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採

用しています。 

・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提 

固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。 

・複数の通貨の集計方法およびその前提 

通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮して

いません。 

・スプレッドに関する前提(計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかど

うか) 

一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。

なお、当該スプレッドは金利変動ショックの設定上は不変としています。 

・内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前提、

前事業年度末の開示からの変動に関する説明 

内部モデルは使用しておりません。 

・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明 

該当ありません。 

 

◇⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩ以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リス

クに関する事項 

・金利ショックに関する説明 

リスク資本配賦管理としてＶａＲで計測する市場リスク量を算定しています。 

・金利リスク計測の前提およびその意味(特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的

開示の対象となる⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩと大きく異なる点 

特段ありません。 
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② 金利リスクに関する事項 
             （単位：百万円） 

IRRBB１：金利リスク 

項
番 

 イ ロ ハ ニ 

⊿EVE ⊿NII 

当期末 前期末 当期末 前期末 

１ 上方パラレルシフト 1,350    

２ 下方パラレルシフト 0    

３ スティープ化 1,459    

４ フラット化 21    

５ 短期金利上昇 0    

６ 短期金利低下 0    

７ 最大値 1,459    

 
 

ホ ヘ 

当期末 前期末 

８ 自己資本の額 13,201  

 
・「金利リスクに関する事項」については、平成 19 年金融庁・農水省告示第４号（平成 31 年 2 月 18 日付）の改正に基づ

き、2019 年 3 月末から金利リスクの定義と計測方法を変更しており、開示初年度となることから当期末分のみを開示し

ております。 

・前年度末開示分の旧基準に基づく「内部管理上使用した金利ショックに対する損益または経済価値の増減」は 2,008

百万円と計測されました。当数値については、旧アウトライヤー基準にかかるパーセンタイル値により計測したものであ

り、当期末の⊿EVE とは定義および計測方法が異なるため、数値の差異が金利リスクの増減を示すものではありません。 

・「⊿EVE」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるものをいいます。 

・「⊿NII」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から 12 か月を経過する日までの間の金利収益の

減少額として計測されるものをいいます。 

・「上方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点

のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅を加える金利ショックをいいます。 

・「下方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点

のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加える金利

ショックをいいます。 

・「スティープ化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリス

クフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。 

・「フラット化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスク

フリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。 

・「短期金利上昇」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日 時点のリ

スクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。 

・「短期金利低下」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリス

クフリー・レートに、短期金利上昇に関する金利変動幅にマイナス１を乗じて得た数値を加える金利ショックをいいます。 
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【役職員の報酬等】 
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１．役員 

（１）対象役員 

  開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」は理事及び監事をいいます。 

（２）役員報酬等の支払総額及び支払方法について 

  令和元年度における対象役員に対する報酬等の支払総額は、次のとおりです。   

区分 人  数 当期中の報酬等支払額 総代会で定められた報酬等限度額 

理 事 ３５名 ６２，７０２千円 ６３，１５２千円 

監 事 ８名 １５，６５７千円 １５，９２３千円 

合 計 ４３名 ７８，３６０千円 ７９，０７５千円 

 

（３）対象役員の報酬等の決定等について 

  役員報酬は、理事及び監事の別に各役員に支払う報酬総額の最高限度額を総代会にお

いて決定し、その範囲において、理事各人別の報酬額については理事会において決定し、

監事各人別の報酬額については監事会の協議によって決定しています。なお、業績連動

型の報酬体系とはなっておりません。 

 

２．職員等 

  開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象職員等」の範囲は、当ＪＡの職員

であって、常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受けるもののうち、当ＪＡ

の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。 

  なお、令和元年度において、該当する者はいません。 

(注 1)職員等には、期中に退職した者も含めています。 

(注 2)「同等額」は、令和元年度に当ＪＡの常勤役員に支払った報酬額等の平均額として

います。 

 

３．その他 

  当ＪＡの対象役員及び職員等の報酬等の体系は、上記開示のとおり過度なリスクテー

クを惹起するおそれのある要素はありません。 
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【ＪＡの概要】 
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１．機構図（令和２年３月末現在） 
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２．役員構成（役員一覧） 

（令和２年５月末現在） 
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３．会計監査人の名称 
   当組合の会計監査人は、みのり監査法人です。 

 

４．組合員数 
区  分 ３０年度 元年度 増  減 

 正組合員 ８，８２０ ８，６９０ △１３０ 

 個   人 ８，８１６ ８，６８５ △１３１ 

法   人 ４ ５ １ 

 准組合員 ５，４３７ ５，４６９ ３２ 

 個   人 ５，２３０ ５，２６１ ３１ 

法   人 ２０７ ２０８ １ 

合    計 １４，２５７ １４，１５９ △９８ 

 

５．組合員組織の状況 

 
 

  

６．特定信用事業代理業者の状況 

該当する事項はありません。 
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７．沿革・あゆみ  
（ＪＡの設立から現在に至るまでの間の主な出来事を紹介します） 

平成 11 年３月 

 

 

５月 

６月 

９月 

10 月 

11 月 

小山農業協同組合（愛称：「ＪＡおやま」）設立 

⇒下都賀東部地区６農協が合併 

 （旧石橋町、旧国分寺町、小山市桑、小山市、小山市小山、野木町） 

野木ライスセンター竣工 

グリーンセンター（農産物直売所） ３周年記念セール 

園芸連絡協議会の発足（・・専門部会２７部会） 

第１回ＪＡおやま祭り 

「日光杉並木街道保護事業杉並木オーナー制度」に加入 

平成 12 年４月 

５月 

10 月 

 

10 月 

    11 月 

11 月 

女性会設立総代会 

第１回通常総代会開催 

支店運営委員会を各支店に設置 

  （・・生産組織、青年部・女性会組織代表者等で構成） 

総合葬祭式場『思川ホール』オープン（小山市萩島） 

第１回家の光大会 

第２５回ＪＡ栃木県大会（⇒『農と共生の世紀づくり運動』を決議）  

平成 13 年３月 

５月 

 

９月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒「営農経済渉外員」「共済専任職員（LA）」の導入など） 

産業組合法施行１００周年記念事業 

（・・黒磯市沼ッ原への記念植林、ＪＡグループ栃木で 17,000 本） 

北部青果物集出荷・選果場 

平成 14 年２月 

２月 

３月 

 

３月 

５月 

７月 

７月 

９月 

ホームページの開設（http://www.ja-oyama.or.jp/） 

ひまわり会設立（・・ホームヘルパー養成、ホームヘルプサービスの受託組織） 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒参事制を廃止、「金融共済部」を「金融部」と「共済部」に分割） 

西部苺育苗施設完成 

常勤監事の設置 

西部共乾センター（大豆・麦乾燥調製施設）竣工 

肥育牛部会設立総会 

福祉用具貸与（レンタル）事業の開始 

平成 15 年４月 

５月 

 

６月 

６月 

６月 

７月 

９月 

11 月 

ゆうゆう館直売所オープン（下野市保健福祉センター地内） 

第４回通常総代会で役員決まる 

複数常務制導入（⇒「総務経済事業担当常務」「金融事業担当常務」） 

穀類低温倉庫竣工（西部共乾センター） 

かぼちゃ部会設立総会 

とうもろこし部会設立総会 

ネギ部会設立総会 

グリーンセンター（農産物直売所）リニューアル、東部購買所オープン 

第２６回ＪＡ栃木県大会（⇒『信頼』『改革』『貢献』を掲げる） 

平成 16 年３月 

 

 

３月 

３月 

10 月 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒「経済部」と「生活部」を「経済部」に統合、「金融部」と「共済部」を「金

融共済部」に統合、企画管理部に「人事課」を新設、支店次長制を新設） 
ＡＴＭ（現金自動受払機）の休日稼動拡大〔日曜日・祝祭日〕 

大谷南支店資材倉庫完成、東部選果場増築 

ホームページのリニューアル（http://www.ja-oyama.or.jp/） 
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平成 17 年５月 

６月 

11 月 

金融事業の全国システム（ジャステム〔JASTEM〕への移行 

総合葬祭式場『おとめホール』オープン（小山市乙女） 

農産物直売所「よらっせ桑」、農村レストラン「味処くわっせ」同時オープン（小山市扶桑）  

平成 18 年３月 

４月

11 月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒「人事課」を「総務課」へ統合） 

ＪＡおやまが出資する道の駅「思川」がオープン（小山市下国府塚） 

石橋農産物直売所「四季彩」がオープン（石橋支店敷地内） 

平成 19 年３月 

 

 

６月 

 

９月 

９月 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒営農部に「販売課」を新設、「営農企画課」を「農業支援課」に変更、

企画管理部に CSR（企業の社会的責任）対策担当を配置） 

経済事業改革の一環として県域物流がスタート 

（⇒拠点の「配送センター」は豊田支店敷地内） 

西部営農支援センター開設 

のぞみ館西部オープン 

平成 20 年４月 

４月 

４月 

10 月 

10 月 

11 月 

東部営農支援センター開設 

のぞみ館東部オープン 

グリーンセンター移設（間々田支店購買店舗跡） 

のぞみ館野木オープン 

のぎ松原大橋直売所オープン 

合併１０周年記念式典 

平成 21 年３月 

３月 

３月 

11 月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒企画管理部に「人事課」を新設） 

北部営農支援センター開設 

のぞみ館北部オープン 

国分寺農産物直売所オープン 

平成 22 年３月 ＪＡ機構の一部変更（⇒「資産管理課」を「資金運用課」へ統合） 

平成 23 年３月 

３月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒企画管理部に「内部統制課」を新設） 

道の駅「しもつけ」農産物直売所オープン 

平成 23 年８月 生井ライスセンター竣工（増設） 

平成 24 年 5 月 

10 月 

11 月 

女性理事２名（非常勤）が誕生 

思川カントリーエレベーター竣工 

ヨークベニマル小山雨ケ谷店直売所オープン 

平成 25 年７月 

11 月 

北部育苗センターを竣工 

ヨークベニマル小山ゆうえんち店直売所オープン 

平成 26 年 3 月 

12 月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒「農機自燃課」を「農機課」に変更） 

思川家畜係留所竣工 

平成 27 年 3 月 

4 月 

イオン小山店直売所オープン 

イメージキャラクター「おやまるくん」作成・発表 

平成28年12月 ベイシア小山店直売所オープン 

平成29年 ８月 管内セブンイレブン（一部店舗）にて地元農産物取扱開始 

平成30年10月 

12 月 

小山商工会議所との包括的連携協定締結 

小山市・野木町との包括連携協定締結 

平成31年 ３月 ＪＡ機構の一部変更 

（⇒審査課・内部統制課を「リスク統括課」に統合、総合企画室・総務

部を新設、営農部の機能見直し、典礼課を生活利用課へ統合、事故相談

課を廃止） 
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平成31年 ４月 小山市のコミュニティ FM お―ラジにて「JA おやまるぐりーんたいむ」の

放送スタート 

令和元年 10 月 営農部、営農企画課内に「無料職業紹介所」を設置 

TAIRAYA 小金井店直売所オープン 

令和２年 ３月 ＪＡ機構の一部変更 

（⇒支店再編整備計画に基づき、間々田支店と生井支店が統合し、生井

支店を廃止、小山支店を本店内に移転し、本店窓口業務を小山支店に移

管） 
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７．店舗等のご案内                  （令和２年６月現在） 

店 舗 名 住   所 電話番号 
ATM  

設置台数 

本 店 〒323-0034 小山市神鳥谷 1-11-32 0285-25-3155  

大 谷 支 店 〒323-0819 小山市横倉新田 7-33 0285-27-0298 １台（１台） 

大谷北支店 〒323-0807 小山市城東 5-18-42 0285-22-0519 １台（１台） 

大谷南支店 〒323-0817 小山市東野田 1612 0285-28-0013 １台（１台） 

間々田支店 〒329-0214 小山市乙女 3-7-36 

0285-45-1210 

１台（１台） 

旧生井支店ＡＴＭ 〒329-0221 小山市生良 967 １台（１台） 

寒 川 支 店 〒329-0227 小山市中里 836-4 0285-38-1003 １台（１台） 

中 支 店 〒323-0056 小山市上泉 185-6 0285-38-0004 １台（１台） 

穂 積 支 店 〒323-0064 小山市下石塚 261 0285-38-2002 １台（１台） 

豊 田 支 店 〒323-0007 小山市松沼 990-13 0285-37-0003 １台（１台） 

絹 支 店 〒323-0155 小山市福良 2242-1 0285-49-1212 １台（１台） 

桑 支 店 〒323-0012 小山市羽川 805 0285-22-0980 １台（１台） 

農産物直売所よらっせ桑内ＡＴＭ 〒323-0016 小山市扶桑 1-4-13 0285-21-3010 １台（１台） 

桑東部出張所ＡＴＭ 〒323-0808 小山市出井 1083-3 0285-25-1223 １台（１台） 

小 山 支 店 

 

旧小山支店ＡＴＭ 

〒323-0034 小山市神鳥谷 1-11-32 

 

〒323-0024 小山市宮本町 3-4-5 

0285-22-0010 

１台（１台） 

 

１台（１台） 

石 橋 支 店 〒329-0511 下野市石橋 531-3 0285-53-1344 １台（１台） 

国分寺支店 〒329-0414 下野市小金井 3009 0285-44-1115 １台（１台） 

野 木 支 店 〒329-0113 野木町中谷 523-1 0280-56-0083 １台（１台） 

のぞみ館野木ＡＴＭ 〒329-0101 野木町友沼 4954-1 0280-54-1655 １台（１台） 

 

（注）（ ）内は手のひら生体認証対応のＡＴＭ設置台数です。 

100



絹支店●

石橋支店●

大谷北支店●

大谷南支店●

●大谷支店

●桑支店

●国分寺支店

間々田支店●

寒川支店●

穂積支店●
中支店●

豊田支店●

●野木支店

イオン小山店●
　　　直売所　

石橋農産物直売所●
　「四季彩」

●
道の駅しもつけ

ヨークベニマル
小山ゆうえんち店

　　直売所
●

よらっせ桑　
味処くわっせ●

　　ベイシア
　●小山店直売所

グリーンセンター
（直売所）

●

●ヨークベニマル
　小山雨ヶ谷店
　直売所

●野木直売所

のぞみ館野木
のぎ松原大橋
直売所●

●RC
　集荷所

　TAIRAYA小金井店
●直売所

集荷所 RC●

RC 選果場 東部集荷所
東部営農支援センター
のぞみ館東部●

RC 
北部集荷所 選果場 
育苗センター●

西部営農支援センター
のぞみ館西部
アクティー
CE 西部集荷所
育苗センター
●

北部営農支援センター　
のぞみ館北部　
国分寺農産物　

直売所●

●RC

●RC

道の駅「思川」●

●RC
●CE

●共乾施設

RC
おとめホール

◆

セルフ　
給油所■

◆思川ホール

●集荷所
　選果場

野木駅

間々田駅

小山駅

小金井駅

自治医大駅

石橋駅

思川駅

JR水戸線

●
集荷所

鬼
怒
川

与良川

巴
波
川

姿
川

思
川

小山支店
ウイング小山

本　店

CE ▶ カントリーエレベーター
RC ▶ ライスセンター

国
道
4
号

新
4
号
国
道

国道50号

小山農業協同組合
栃木県小山市神鳥谷 1 丁目 11 番 32 号
TEL0285-25-3155 FAX0285-25-3159

ホームページアドレス　http://www.ja-oyama.or.jp/

JAおやま
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